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１ 総合評価落札方式の概要 

 

 １－１ 総合評価落札方式の意義について 

 
総合評価落札方式を実施するにあたり，発注者は競争参加者の技術的能力の審査を

適切に行うとともに，工事品質の確保や向上に係る技術提案を求めるように努め，価

格と技術提案が総合的に最も優れた者を落札者とすることが原則となる。 
 
総合評価落札方式の適用により，公共工事の施工に必要な技術的能力を有する者が

施工することとなり，工事品質の確保や向上が図られ，工事目的物の性能の向上，長

寿命化・維持修繕費の縮減・施工不良の未然防止等による総合的なコストの縮減，交

通渋滞対策・環境対策，事業効果の早期発現等が効率的かつ適切に図られることによ

り，現在かつ将来の市民に利益がもたらされる。また，技術力競争を行うことが民間

企業における技術力向上へのインセンティブとなり，技術と経営に優れた健全な建設

業が育成されるほか，価格以外の多様な要素が考慮された競争が行われることで，談

合が行われにくい環境が整備されることも期待される。 
 
 
 １－２ 総合評価落札方式について 
 

  総合評価落札方式とは，価格だけで評価していた従来の落札方式と異なり，品質を

高めるための新しい技術やノウハウなど，価格に加えて価格以外の要素も含めて総合

的に評価する入札・契約方式である。「価格」と「品質」の両方を評価することによ

り，総合的に優れた調達を行うことが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※品質：総合評価における「品質」とは，工事目的物そのものはもとより，工事の効

率性，安全性，環境への配慮等，工事の実施段階における様々な特性等，工

事そのものの質も含まれる。 

  

価 格 落札者の決定 品 質※ 
（技術提案・施工実績・社会性等） 

総合的に 
評価する 
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 １－３ 総合評価落札方式の効果について 

 

  総合評価落札方式を実施することにより，次のような効果があり，これにより高い

技術的能力と地域の発展に対する強い意欲を持つ建設事業者が成長できる環境が整

備される。 

 

 ・ 価格と品質が総合的に優れた調達により，優良な社会資本整備を行うことができ

る。 

 ・ 必要な技術的能力を有する建設事業者のみが競争に参加することにより，ダンピ

ングの防止，不良，不適格事業者の排除ができる。 

 ・ 技術的能力を審査することにより，建設事業者の技術力向上に対する意欲を高め，

建設事業者の育成に貢献する。 

 ・ 価格と品質の二つの基準で事業者を選定することから，談合防止に一定の効果が

期待できる。 

 

 

１－４ ガイドラインの趣旨について 

 

 このガイドラインは，本市の発注工事の品質確保を図るため，品確法，基本方針等

に基づき，総合評価落札方式を適用する際の効果的な評価項目の設定基準やその評価

方法等の手順を明らかにし，総合評価落札方式の円滑な契約手続きに資するものであ

る。 
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１－５ 用語の定義 

 

 
 
 
 

総合評価落札方式 

・ 価格と価格以外の要素（品質など）を総合的に評価して落札者を

決定する方式 
・ なお，品質には，工事目的物の品質のほか，工事の効率性，安全

性，環境への配慮等の工事実施段階における特性も含む。 

総 合 点  
・ 価格点と技術評価点を総合した評価点 
・ 施工能力評価方式と実績評価方式において採用 

技術評価点  

・ 価格以外の要素を点数化した値 
・ 施工能力評価方式と実績評価方式については，入札者が提出した

評価項目算定資料（添付書類を含む。）により，評価項目及び評価

基準に基づいて技術評価点を算出する。 

・ 技術提案評価方式については，標準点と加算点の合計点とする。 

価 格 点  
・ 調査基準価格を入札価格により除した数値を基礎点に乗じて算定

した評価点。ただし，入札価格が調査基準価格を下回った場合は基

礎点と同じとする。 

評 価 値  

・ 技術提案評価方式において落札者を決定するための指標であり，

原則，この値の最も高い者を落札者とする。 
・ 評価値は，技術評価点と価格評価点（入札価格を点数化した値）

を合計する。 

標 準 点  

・ 技術提案評価方式において，競争に参加するための最低限の要求

を満たしている場合に付与する技術評価点を算出する際の基礎点 
・ 入札参加要件を満たした参加者に，標準点として１００点を付与

する。 

加 算 点  
・ 技術提案評価方式において，提出した技術提案書により各競争参

加者の技術力に応じて付与される点数 

タ イ プ  

・ 総合評価落札方式の類型 
・ 公共工事の特性（工事内容，規模，要求要件等）に応じて，「技

術提案評価方式」「施工能力評価方式」「実績評価方式」に分かれて

いる。 



4 
 

該当する項目数や内容等から工事特性を把握 

技術提案評価方式 実績評価方式 

【事例】 
・都市基盤河川奈坪川 

改修工事（トンネル本体） 
【約 25 億円】 

・宇都宮市新最終処分場 
（仮称）第２エコパーク 
建設工事 【約 76 億円】 

 
 

施工能力評価方式 

工事品質の 
確保 高度な技術を要する工事 市内事業者の 

育成 
 

総合評価落札方式 

工事特性・難易度の把握 

設計金額 
特になし 

２ 本市の総合評価落札方式の概要 

 本市では，公共工事の品質の確保を図るため，地方自治法施行令第１６７条の    
１０の２第３項による，「予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者の

うち，価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものをもって申

込みをした者を落札者とすることができる。」と規定された総合評価落札方式を平成

１８年度から実施している。 
 

２－１ 本市が運用する総合評価落札方式について 

   本市では，工事内容に応じ，次のフローに基づき方式を選択している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

◎条件・状況等を次の項目により把握 

・構造物条件〔重要構造物を含む工事など〕 

・技術特性〔10,000 ㎥以上の盛土，切土，掘削を含む工事など〕 

・自然条件(土木系・建築系)〔湧水・地下水など〕 

・設備システム複合条件(設備系)〔システムの多さと複合度など〕 

・社会条件〔地中障害物など〕 

・マネジメント特性〔他工区調整など〕 

【事例】 
・舗装修繕工事 
・宇都宮市 

スケートセンター 
機械設備改修工事 

        など 

・技術的難易度が極めて高い工事 
・新しい技術を必要とする工事 

【事例】 
・今泉小学校 

屋内運動場改築工事 
・準用河川越戸川バイパス 

築造工事（分割１～３号） 

（総合治水・雨水対策事業） 
など 

※ 評価方式・選定基準の詳細は「２－２」～「２－４」参照 
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２－２ 技術提案評価方式 

 

技術提案評価方式は，技術的難易度が極めて高く，民間企業の優れた技術力を活

用し，公共工事の品質をより高めることが期待できる案件を対象に，構造上の工夫

や特殊な施工方法等を含む高度な技術提案と入札価格を一体として評価する方式 

  

  ⑴ 選定基準 

    技術的難易度が極めて高い大規模工事や新しい技術を必要とする工事を選定

する。 

 

  ⑵ 評価値の算定方法 

評価値は，予定価格の制限の範囲内である者のうち入札書が無効でない者に

ついて，次の算式により算定する。 

   ・ 除算方式 

     評価値 ＝ 技術点／入札価格 
・ 加算方式 

     総合点 ＝ 価格点 ＋ 技術評価点 
 

⑶ 技術点の配点 

除算方式における技術点は，標準点と加算点の合計点とする。 

・ 標準点：入札参加要件を満たした参加者に，標準点として１００点を付

与する。 

・ 加算点：技術的難易度を勘案して次の範囲で定めるものとする。 

５０点（特に高い技術力が必要とされる工事） 

         ４０点（高い技術力が必要とされる工事） 

         ３０点（技術力が必要とされる工事） 

 

⑷ 評価点の配点 

加算方式の価格点と技術評価点の配点は合計を１００点とし，それぞれの配

点は価格点と技術評価点の得点配分５０：５０から２５：７５とし,工事内容に

応じて適宜設定する。 

 

⑸ 加算点及び技術評価点の算定方法 

加算点及び技術評価点は，入札者が提出した技術提案書（添付書類を含む。）

により，評価項目及び評価基準に基づいて算定した評価点の合計とする。 
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⑹ 評価項目 

・ 評価項目については，次のとおり取扱うものとする。 
① 環境の維持 

② 交通の確保 
③ 特別な安全対策 
④ 省資源対策 
⑤ リサイクル対策 
⑥ ライフサイクルコスト 
⑦ 性能の向上 
⑧ 機能の向上 
⑨ その他（補償費等） など 

 
・ 各評価項目に対する技術提案のうち１つでも不採用となる内容がある場合

は，当該評価項目の技術提案すべてを不採用とする。 
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２－３ 施工能力評価方式 

 

  施工能力評価方式は，発注者の示す仕様に基づき作成された施工計画や，企業の

技術力や適切で確実な施工を行う能力（工事成績，施工実績等）と入札価格を一体

として評価する方式 
  

⑴ 選定基準 

 発注等級Ａ等級の工事を対象に，当該工事の工事特性（構造物・建物条件，技術

特性，自然条件，社会条件，マネジメント特性等）を考慮し選定する。 
 

⑵ 総合点の算定方法 

総合点は，施工計画の評価が不可でない者で，予定価格の制限の範囲内である者

のうち入札書が無効でない者について，次の算式により算定する。 
   総合点 ＝ 価格点 ＋ 技術評価点 

 

⑶ 価格点の算定方法 

・ 価格点は次の算式により算定する。 

価格点＝基礎点(８０)×調査基準価格／入札価格〔少数点以下第４位四捨五入〕 

・ 入札価格は各入札者の入札金額（消費税等は含まない。）とし，入札価格が調

査基準価格を下回った場合は，価格点＝基礎点（８０）の一律評価とする。 

 

⑷ 評価点の配点 

価格点と技術評価点の配点は合計を１００点とし，それぞれの配点は次のとおり

とする。 

 ・ 価 格 点 ８０点 

 ・ 技術評価点 ２０点 

 

⑸ 技術評価点の算定方法 

技術評価点は，入札者が提出した評価項目算定資料（添付書類を含む。）により，

評価項目及び評価基準に基づいて算定した評価点の合計とする。 
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⑹ 評価項目及び評価基準 

評価項目については，次のとおり取扱うものとする。 

【標準案件用】 

評価項目 評価基準 
宇都宮市及び宇都宮市
上下水道局発注工事の

工事成績評定点 

過去３か年度（公告日の属する年度を含まない。）に検査室
及び技術監理室が検査を完了した工種毎の工事成績評定点の
平均値により評価する。 

同種工事施工実績 過去に同種・類似工事を施工した実績により評価する。 

優良工事表彰状況 
過去５か年度（公告日の属する年度を含む。）における優良

建設工事表彰及び優秀賞の受彰の有無及び受彰工種により評
価する。 

若手・女性技術者評価 

配置予定の「監理技術者」，「主任技術者」又は「現場代理人」
が以下のいずれかに該当する場合に評価する。 
・４０歳以下であり，国家資格等を有する者又は実務経験１０ 

年以上の者 
・女性 

週休２日制工事 
施工実績 

過去２か年度（公告日の属する年度を含む）に完成引き渡し
が完了した国・特殊法人等・都道府県・都道府県出資公社・市
区町村が発注した工事を，元請として施工した工事において，
発注機関の要領等により４週８休以上を達成した工事におけ
る実績を評価する。 

建設キャリアアップ 
システム導入 

 評価項目算定資料提出日現在において，事業者登録している
実績を評価する。 

配置予定技術者の 
同種工事施工実績 

同種・類似工事において配置予定の技術者が「監理技術者」，
「主任技術者」又は「現場代理人」として担当した実績により
評価する。 

配置予定技術者が 
有する国家資格等 

配置予定の技術者が有する資格により評価する。 

継続教育学習制度への
取組み状況 

  評価項目算定資料提出日現在において，配置予定技術者が受
講した実績を評価する。 

建設業労働災害防止 
協会への加入 

評価項目算定資料提出日現在における建設業労働災害防止
協会への加入の有無により評価する。 

ISO 又は 
事業所版環境 ISO の 

取得状況 

評価項目算定資料提出日現在有効な ISO9001 又は ISO14001，
事業所版環境 ISO（エコアクション 21 又はエコうつのみや 21）
の認証取得の有無により評価する。 

宇都宮市まちづくり 
貢献企業認証制度の 

認証取得状況 

評価項目算定資料提出日現在における宇都宮市まちづくり
貢献企業認証制度認証取得の有無により評価する。 

消防団活動への協力 
評価項目算定資料提出日現在における宇都宮市消防団協力事

業所の認定の有無を評価する。 

ＢＣＰ認定 
評価項目算定資料提出日現在における「事業継続力強化計画」

として国土交通省又は経済産業省の認定の有無により評価す
る。 

災害時協力協定 
締結状況 

 評価項目算定資料提出日現在における宇都宮市又は栃木県と
の災害時協力協定締結の有無を評価する。 

市内事業者の施工割合 当該工事における市内事業者の施工割合を評価する。 

施工計画 評価項目により評価する。 
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【専門性の高い案件用】 

評価項目 評価基準 

同種工事施工実績 
過去に同種・類似工事を元請で施工した完成工事高の実績に

より評価する。 

配置予定技術者の 
同種工事施工実績 

同種・類似工事において配置予定の技術者が「監理技術者」，
「主任技術者」又は「現場代理人」として担当した完成工事高
の実績により評価する。 

継続教育学習制度への
取組み状況 

 評価項目算定資料提出日現在において，配置予定技術者が受
講した実績を評価する。 

優良工事表彰状況 
過去５か年度（公告日の属する年度を含む。）における優良

建設工事表彰及び優秀賞の受彰の有無及び受彰工種により評
価する。 

市内事業者の施工割合  当該工事における市内事業者の施工割合を評価する。 

施工計画 評価項目により評価する。 
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⑺ 手続きフロー 
 

入札参加者 市 学識経験者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

技術評価資料の提出 

 
 

 

 

 

入札書の提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約書類の提出 

 

 

確認申請書類の提出 

 

対象工事の選定 

 

入札参加資格の設定 

 

落札決定基準の設定 

 

審査委員会への付議 

 
 
 
 
 
 
 

設計図書に関する 

質問への回答 
 

 

 

 

 

技術評価点の評価及び審査 

 

 

審査委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 日数には土日を含むものとする。 

６日 

４日 

９日 

２日 

５日 

技術評価点の公表 

開 札 ２日 

７日 
～ 

１０日 

契約締結 

設計図書に関する質問 

８日 
～ 

１４日 

落札候補者の決定 

疑義照会 

１日 

技術評価点の確定 

確認申請書類の審査 

落札者の決定 
入札結果の公表 

落札決定基準に対する 

意見聴取 ① 

１日 
～ 

３日 

意見聴取①において必要があると意見

が述べられた場合のみ，技術評価点の

審査内容に対する意見聴取 ② 

公 告 

４日 
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２－４ 実績評価方式 

 

実績評価方式は，入札参加者の施工実績，技術者の能力，企業の社会性・地域貢

献度等と入札価格を一体として評価する方式 
また，ほ装系の工事については，地域の実情を踏まえた安全確保や円滑な施工が

期待できる工事を対象に，上記評価に地域精通度を加え評価する。 
  

⑴ 選定基準 

 発注等級Ａ等級の工事を対象に，当該工事の工事特性（構造物・建物条件，技術

特性，自然条件，社会条件，マネジメント特性等）を考慮し選定する。 
 

⑵ 総合点の算定方法 

総合点は，施工計画の評価が不可でない者で，予定価格の制限の範囲内である者

のうち入札書が無効でない者について，次の算式により算定する。 
    総合点 ＝ 価格点 ＋ 技術評価点 

 

⑶ 価格点の算定方法 

・ 価格点は次の算式により算定する。 

価格点＝基礎点(８０)×調査基準価格／入札価格〔少数点以下第４位四捨五入〕 

・ 入札価格は各入札者の入札金額（消費税等は含まない。）とし，入札価格が

調査基準価格を下回った場合は，価格点＝基礎点（８０）の一律評価とする。 

 

 ⑷ 評価点の配点 

価格点と技術評価点の配点は合計を１００点とし，それぞれの配点は次のとおり

とする。 

    ・ 価 格 点 ８０点 

    ・ 技術評価点 ２０点 

 

⑸ 技術評価点の算定方法 

技術評価点は，入札者が提出した評価項目算定資料（添付書類を含む。）により，

評価項目及び評価基準に基づいて算定した評価点の合計とする。 
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⑹ 評価項目及び評価基準 

評価項目については，次のとおり取扱うものとする。 
【土木系・建築系】 

評価項目 評価基準 

宇都宮市及び宇都宮市
上下水道局発注工事の

工事成績評定点 

過去３か年度（公告日の属する年度を含まない。）に検査室
及び技術監理室が検査を完了した工種毎の工事成績評定点の
平均値により評価する。 

同種工事施工実績 過去に同種･類似工事を施工した実績により評価する。 

優良工事表彰状況 
過去５か年度（公告日の属する年度を含む。）における優良

建設工事表彰及び優秀賞の受彰の有無及び受彰工種により評
価する。 

重機保有状況 
開札日現在有効な経営事項審査における「経営規模等評価結

果通知書・総合評定値通知書」に記載された「建設機械の所有
及びリース台数」により評価する。 

技術職員数 
開札日現在有効な経営事項審査における「経営規模等評価結

果通知書・総合評定値通知書」に記載された工種毎の「技術職
員数」により評価する。 

若手・女性技術者評価 

配置予定の「監理技術者」，「主任技術者」又は「現場代理人」
が以下のいずれかに該当する場合に評価する。 
・４０歳以下であり，国家資格等を有する者又は実務経験１０ 

年以上の者 
・女性 

週休２日制工事 
施工実績 

過去２か年度（公告日の属する年度を含む）に完成引き渡し
が完了した国・特殊法人等・都道府県・都道府県出資公社・市
区町村が発注した工事を，元請として施工した工事において，
発注機関の要領等により４週８休以上を達成した工事におけ
る実績を評価する。 

建設キャリアアップ 
システム導入 

開札日現在において事業者登録している実績を評価する。 

配置予定技術者の 
同種工事施工実績 

配置予定の技術者が同種･類似工事において「監理技術者」，
「主任技術者」又は「現場代理人」として担当した実績により
評価する。 

配置予定技術者が 
有する国家資格等 

配置予定の技術者が有する資格により評価する。 

継続教育学習制度への
取組み状況 

開札日現在において，配置予定技術者が受講した実績を評価
する。 

配置予定技術者の 
宇都宮市及び宇都宮市 
上下水道局発注工事の

工事成績評定点 

配置予定技術者が「監理技術者」，「主任技術者」又は「現場
代理人」として担当した過去３か年度（公告日の属する年度を
含まない）に検査室及び技術監理室が検査を完了した工種毎の
工事成績評定点の平均値により評価する。 

建設業労働災害防止 
協会への加入 

開札日現在における建設業労働災害防止協会への加入の有
無により評価する。 

ISO 又は 
事業所版環境 ISO 

の取得状況 

開札日現在有効な ISO9001 又は ISO14001，事業所版環境 ISO
（エコアクション 21 又はエコうつのみや 21）の認証取得の有
無により評価する。 

宇都宮市まちづくり
貢献企業認証制度の 

認証取得状況 

 開札日現在における宇都宮市まちづくり貢献企業認証制度
認証取得の有無により評価する。 
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消防団活動への協力 
開札日現在における宇都宮市消防団協力事業所の認定の有無

を評価する。 

ＢＣＰ認定 
開札日現在における「事業継続力強化計画」として国土交通

省又は経済産業省の認定の有無により評価する。 

災害時協力協定 
締結状況 

 開札日現在における宇都宮市又は栃木県との災害時協力協定
締結の有無を評価する。 

市内事業者の施工割合 当該工事における市内事業者の施工割合を評価する。 

 
【ほ装系】 

評価項目 評価基準 

宇都宮市及び宇都宮市
上下水道局発注工事の

工事成績評定点 

過去３か年度（公告日の属する年度を含まない。）に検査室
及び技術監理室が検査を完了した工種毎の工事成績評定点の
平均値により評価する。 

同種工事施工実績 過去に同種･類似工事を施工した実績により評価する。 

重機保有状況 
開札日現在有効な経営事項審査における「経営規模等評価結

果通知書・総合評定値通知書」に記載された「建設機械の所有
及びリース台数」により評価する。 

技術職員数 
開札日現在有効な経営事項審査における「経営規模等評価結

果通知書・総合評定値通知書」に記載された工種毎の「技術職
員数」により評価する。 

若手・女性技術者評価 

配置予定の「監理技術者」，「主任技術者」又は「現場代理人」
が以下のいずれかに該当する場合に評価する。 
・４０歳以下であり，国家資格等を有する者又は実務経験１０ 

年以上の者 
・女性 

週休２日制工事 
施工実績 

過去２か年度（公告日の属する年度を含む）に完成引き渡し
が完了した国・特殊法人等・都道府県・都道府県出資公社・市
区町村が発注した工事を，元請として施工した工事において，
発注機関の要領等により４週８休以上を達成した工事におけ
る実績を評価する。 

建設キャリアアップ 
システム導入 

開札日現在において事業者登録している実績を評価する。 

配置予定技術者の 
同種工事施工実績 

配置予定の技術者が同種･類似工事において「監理技術者」，
「主任技術者」又は「現場代理人」として担当した実績により
評価する。 

配置予定技術者が 
有する国家資格等 

配置予定の技術者が有する資格により評価する。 

継続教育学習制度への
取組み状況 

開札日現在において，配置予定技術者が受講した実績を評価
する。 

建設業労働災害防止 
協会への加入 

開札日現在における建設業労働災害防止協会への加入の有
無により評価する。 

ISO 又は 
事業所版環境 ISO の 

取得状況 

開札日現在有効な ISO9001 又は ISO14001，事業所版環境 ISO
（エコアクション 21 又はエコうつのみや 21）の認証取得の有
無により評価する。 

宇都宮市まちづくり 
貢献企業認証制度の 

認証取得状況 

開札日現在における宇都宮市まちづくり貢献企業認証制度
認証取得の有無により評価する。 



13 

 

消防団活動への協力 
開札日現在における宇都宮市消防団協力事業所の認定の有無

を評価する。 

ＢＣＰ認定 
開札日現在における「事業継続力強化計画」として国土交通

省又は経済産業省の認定の有無により評価する。 

災害時協力協定 
締結状況 

開札日現在における宇都宮市又は栃木県との災害時協力協
定締結の有無を評価する。 

市内事業者の施工割合 当該工事における市内事業者の施工割合を評価する。 

施工場所からの 
本店距離等 

当該工事の施工場所から本店又は過去の施工場所までの距
離を評価する。 

道路保全業務実績 
公告日の属する年度の宇都宮市発注の道路保全業務の契約

実績を評価する。 
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⑺ 手続きフロー 

 

入札参加者 市 学識経験者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計図書に関する質問 

 

 
入札書及び 

技術評価点算定資料一覧表の 

提出 

 

 

 

 

技術評価資料及び 

確認申請書類の提出 

 

 

 

 

 

 

 

契約書類の提出 

 

 

 

 

 

対象工事の選定 

 

入札参加資格の設定 

 

落札決定基準の設定 

 

審査委員会への付議 

 
 
 
 
 
 
 

設計図書に関する 

質問への回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

落札候補者の決定 

 

技術評価資料及び 

確認申請書類の審査 

 

審査委員会 

 

落札者の決定 

入札結果の公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落札決定基準に対する 

意見聴取 ① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見聴取①において必要があると意見が

述べられた場合のみ，技術評価点の審査

内容に対する意見聴取 ② 

 

 

 

 
※ 日数には土日を含むものとする。 

 

 

６日 
 ～ 
８日 ５日 

４日 

公 告 

開 札 

契約締結 

８日 
 ～ 
１３日 

６日 

９日 



土木系
建築系

ほ装系

－ 〇 〇 〇

－ 〇 〇 〇

－ 〇 〇 －

－ － 〇 〇

－ － 〇 〇

⑥若手・女性技術者評価 －

⑦週休２日制工事施工実績 －

⑧建設キャリアアップシステム導入 －

－ 〇 〇 〇

－ 〇 〇 〇

－ 〇 〇 〇

－ － 〇 －

－

－

－

－

－

－ 〇 〇 〇

－ 〇 〇 〇

－ － － 〇

－ － － 〇

施
工
計
画

－ 〇 － －

技
術
提
案

〇 － － －

〇 〇

㉒工程管理，品質管理，施工上配慮すべき
事項

㉑道路保全業務実績

⑳施工場所からの本店距離等

⑲市内事業者施工割合

⑱災害時協力協定締結状況

⑰ＢＣＰ認定

〇

⑫配置予定技術者の工事成績評定点

⑪継続教育学習制度への取組み状況

⑩配置予定技術者が有する国家資格等

⑨配置予定技術者の同種工事施工実績

先
進
取
組

⑯消防団活動への協力

⑮ＣＳＲうつのみや認証

⑭ＩＳＯ認証

⑬建災防加入(安全教育)

②同種工事施工実績

③優良工事表彰状況

⑤技術職員数

④重機保有状況

２－５　総合評価落札方式の評価項目一覧

施工能力
評価方式

実績評価方式

環境の維持，交通の確保，特別な安全対
策，省資源対策，リサイクル，ライフサイ
クルコスト，性能向上，機能向上，その他

技術提案
評価方式

〇 〇 〇

企
業
能
力
評
価

技
術
者
能
力
評
価

社
会
性
評
価

地
域
貢
献
・

地
域
精
通
度
評
価

①工事成績評定点

タイプ

評価項目
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３ 各方式の運用における共通事項 

 

 ３－１ 学識経験者からの意見聴取 

 
  総合評価落札方式の実施にあたっては，地方自治法施行令第１６７条の１０の２第

４項，５項及び地方自治法施行規則第１２条の４により，案件ごとに次の事項につい

てあらかじめ２人以上の学識経験者の意見を聴く。 
① 総合評価落札方式により入札を行う際の落札者決定基準を決定しようとする

とき 
② 技術提案の採否ならびに評価値を決定しようとするとき 
③ 落札者を決定しようとするとき（※） 

※ 落札者決定基準を定めようとするときに学識経験者から意見を聴く必要が

あるとの意見が述べられた場合 
 

 

３－２ 落札候補者の決定方法 

 

入札参加者が提出した評価項目算定資料について，評価項目及び評価基準に基づ 

き，技術評価点を算定する。 

落札者の決定は，入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち，技術評

価点に価格点を加えて総合点を算定し，評価値または総合点の最も高い者を落札候

補者とする。 

なお，総合点の最も高い者が同額で２者以上になった場合，くじにより落札候補 

者を決定する。 

 

３－３  評価値の算定方法 

 

    評価値及び総合点の算出方法の基本的な考え方としては，加算方式と除算方式が

あり，本市においては，工事の内容に応じて適宜選択している。 

     加算方式における総合点は，価格のみの競争では品質の低下が懸念される場合に，

施工の確実性を実現する技術力を評価し加味する指標であるといえ，工事品質の確

保を図る場合などに適用が考えられる方式である。一方，除算方式における評価値

は，ＶＦＭ（Value for Momey）の考え方によるものであり，価格あたりの工事品

質を表す指標であるため，技術提案により工事品質の一層の向上を図る場合などに

適用が考えられる方式である。 

 

    ただし，除算方式は技術評価点を入札価格で除するため，入札価格が低いほど評

価値が累加的に大きくなる傾向があるのに対し，加算方式は技術評価点と価格点を

それぞれ独立して評価するため，技術力競争を促進することができると考えられる。 
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いずれの方式においても，技術評価点については，工事特性（工事内容，規模，

要求要件等）に応じて適切に設定することが重要である。加算方式において価格評

価点に対する技術評価点の割合が適切に設定されない場合や除算方式において標

準点と加算点のバランスが適切に設定されない場合には，工事の品質が十分に評価

されない結果となることに留意する必要がある。 

 

 ⑴ 加算方式の特徴 

価格のみの競争では品質不良や施工不良といったリスクの増大が懸念される

場合に，施工の確実性を実現する技術力を評価することでこれらのリスクを低減

し，工事品質の確保を図る観点から，価格に技術力を加味する指標。 

加算方式は，得点率，入札率の項が独立しており，それぞれに対して評価値が

一次的に変化する特徴を有している。 

したがって，加算方式では工事の難易度，規模等に応じて価格と技術の配点を

適切に設定することにより，品質向上（得点率の向上）と施工コスト縮減（入札

率の低下）のバランスがとれた応札が期待できる。 

 
 

 ⑵ 除算方式の特徴 

ＶＦＭの考え方によるものであり，技術提案により工事品質のより一層の向上

を図る観点から，価格あたりの工事品質を表す指標。 
除算方式は，得点率を上げても評価値は一次的にしか増加しない一方で，入札

率を下げると評価値は累加的に増加する特徴がある。 
したがって，除算方式では得点率を上げるよりも入札率を下げる方が高い評価

値を得やすいため，競争参加者は品質向上(得点率の向上)よりも，施工コストを

下げる技術開発またはダンピングによる応札（入札率の低下）を行う傾向が強く

なる。 
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３－４ 調査基準価格未満の取扱い 

 

総合評価落札方式により入札を執行する工事について，低入札価格調査制度※が

適用される。 

評価値の最も高い入札者の入札価格が調査基準価格に満たない場合，調査を実施

し，契約の内容に適合した履行が可能かを審査し，それが確認できない場合は，当

該事業者を落札者とせず，次順位の者を落札候補者とする。 

 

※ 低入札価格調査制度 

予定価格の範囲内で，設計どおりに履行できない恐れがあると認められる場合の

基準となる価格（調査基準価格）を設定し，最低価格者がそれを下回った入札の場

合に落札を保留して，経営状況や入札価格算定の根拠等を調査してから，落札させ

るかどうかの決定をする。 

ただし，低入札価格調査制度には失格基準価格が設定されており，入札価格が失

格基準価格を下回ると落札候補者となることができない。 

 

 

 

３－５ 落札者の決定 

 

   落札候補者を事後審査し，落札候補者が，公告で示した参加資格を有することを

確認し，資格を満たしていれば落札者として決定する。 

 

 

３－６ 疑義照会 

 

入札者は，自らの技術評価点について疑義がある場合，書面により照会をするこ

とができる。問い合わせ窓口は理財部契約課に設置する。 

入札者から疑義照会があった場合，入札参加審査委員会において審議し，その結

果を回答する。 
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４ その他 

 

 ４－１ ペナルティの設定 

 

 受注者の責めにより，施工計画を満たす施工が行なわれない場合，または市内事

業者の施工割合について誓約書の内容が履行されない場合は，工事成績評点を減ず

る措置を行う。工事成績評定の減点は，合計で最大１０点を減点する。 
 
４－２ 秘密の保持 

 

   発注者は，民間企業からの技術提案自体が提案者の知的財産であることに鑑み，

技術提案内容に関する事項が他者に知られることのないようにし，提案者の了承を

得ることなく提案の一部のみを採用することのないようにする等，その取り扱いに

留意する。 

 

 

５ ガイドラインの運用について 

   

  本ガイドラインをもとに，総合評価落札方式の適切な運用を図ることにより，工事

品質の確保を図るものとする。 

 

  今後とも，運用をする中で，実施結果を検証し，社会経済情勢の変化を踏まえると

ともに，関係団体との意見交換を実施し，必要に応じガイドラインを改善し，より良

い総合評価落札方式の運用を図っていく。 

 



 
 
 
 

６ 資料編 

 
 
 



 



 
 
 
 
６－１ 評価項目及び算定基準 

 

・算定基準（施工能力評価方式） 

・算定基準（技術提案評価方式） 

・算定基準（実績評価方式） 



 



 

 

算定基準（施工能力評価方式） 

 

１ 総合点の算定方法 

  総合点は，施工計画の評価が不可でない者で，予定価格の制限の範囲内である者のうち入札書が

無効でない者について，次の算式により算定する。 

   総合点 ＝ 価格点 ＋ 技術評価点 

 

２ 評価点の配点 

価格点と技術評価点の配点は合計を１００点とし，それぞれの配点は次のとおりとする。 

 ア 価 格 点 ８０点 

 イ 技術評価点 ２０点 

   

３ 価格点の算定方法 

 (1) 価格点は次の算式により算定する。 

   価格点＝基礎点（８０）×調査基準価格／入札価格 〔少数点以下第４位四捨五入〕 

 (2) 入札価格は各入札者の入札金額（消費税等は含まない。）とし，入札価格が調査基準価格を下

回った場合は，価格点＝基礎点（８０）の一律評価とする。 

 



 

４ 技術評価点の算定方法（標準案件） 

技術評価点は，入札者が提出した評価項目審査申請書（添付書類を含む。）により，以下の評価

項目及び評価基準に基づいて算定した評価点の合計とする。 

 

評価項目及び評価基準（標準案件） 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

(1) 宇都宮市及び宇都宮市上下水道局発注

工事の工事成績評定点 
  入札参加者の工事成績評定点（以下をすべ

て満たすもの）の平均値（小数点第２位以下

切捨て）により評価する。 

 

・過去３か年度（公告日の属する年度は含ま

ない。）に検査室又は技術監理室が検査を

完了した工事 

・本工事と同一工種の工事 

 

特定建設工事共同企業体の構成員として

の評定点を含む。 

５.０点 

７５点以上 ５.０点 

６７.０点以上７５.０点未満

は，下式により算定する 

平均値／２－３２.５ 

（小数点第３位以下切捨て） 

４.９５点 

～ 

１.００点 

６７点未満又は 

工事成績評定点なし 
０点 

(2) 同種工事施工実績 
  過去に同種・類似工事を施工した実績によ

り評価する。 

特定建設工事共同企業体による工事は，各

構成員の工事実績として扱う。 

１.０点 

元請実績あり １.０点 

一次下請として実績あり（同

種・類似工事の条件を満たす） 
０.３点 

一次下請として実績あり（同

種・類似工事の条件を確認で

きない） 

０.１５点 

実績なし ０点 

(3) 優良工事表彰状況 
過去５か年度（公告日の属する年度を含

む）における優良建設工事表彰又は優秀賞の

受彰の有無及び受彰工種により評価する。 

 

２.０点 

同工種の優秀賞受彰歴あり ２.０点 

同工種の受彰歴あり １.５点 

異工種の優秀賞受彰歴あり １.０点 

異工種の受彰歴あり ０.５点 

受彰歴なし ０点 



 

 

(4) ア 若手・女性技術者評価 
   配置予定の「監理技術者」，「主任技術

者」又は「現場代理人」が以下のいずれ

かに該当する場合に評価する。 

・４０歳以下であり，国家資格等を有す

る者又は実務経験１０年以上の者 

・女性 

 イ 週休２日制工事施工実績 
過去２か年度（公告日の属する年度を含

む）に完成引き渡しが完了した国・特殊法

人等・都道府県・都道府県出資公社・市区

町村が発注した工事を，元請として施工し

た工事において，発注機関の要領等により

４週８休以上を達成した工事における実

績を評価する。 

 ウ 建設キャリアアップシステム導入 
評価項目算定資料提出日現在において

事業者登録している実績を評価 

ア～ウの 

項目数に

よる評価 

 

１.０点 

３項目 １.０点 

２項目 ０.５点 

１項目 ０.２５点 

０項目 ０点 

(5) 配置予定技術者の同種工事施工実績 
  同種・類似工事において配置予定の技術

者が「監理技術者」，「主任技術者」又は「現

場代理人」として担当した実績により評価す

る。 

１.５点 

実績あり １.５点 

実績なし ０点 

(6) 配置予定技術者が有する国家資格等 
  配置予定の技術者が有する資格により評

価する。 

 

０.２５点 

技術士・一級建築士又は当該

工事区分による一級国家資格

者等 

０.２５点 

二級建築士又は当該工事区分

による二級国家資格者等 
０.１２点 

資格なし ０点 

(7) 継続教育学習制度への取組み状況 
  評価項目算定資料提出日現在において，配

置予定技術者が受講した実績（別表１に示す

団体の証明があるもの。）を評価する。 ０.２５点 

実績あり ０.２５点 

実績なし ０点 



 

 

（8）ア 建設業労働災害防止協会への加入 
評価項目算定資料提出日現在における建

設業労働災害防止協会への加入の有無によ

り評価する。 

イ ISO 又は事業所版環境 ISO の取得状況 

  評価項目算定資料提出日現在における

ISO9001 又は ISO14001，事業所版環境 ISO

（エコアクション２１又はエコうつのみや

２１）の認証取得の有無により評価する。 

ウ 宇都宮市まちづくり貢献企業認証制

度の認証取得状況 
  評価項目算定資料提出日現在における宇

都宮市まちづくり貢献企業認証制度認証取

得の有無により評価する。 

エ 消防団活動への協力 
   評価項目算定資料提出日現在における宇

都宮市消防団協力事業所の認定の有無を

評価する。 

オ ＢＣＰ認定 
   評価項目算定資料提出日現在における

「事業継続力強化計画」として国土交通省

又は経済産業省の認定の有無により評価す

る。 

  （注）国土交通省の認定は１項目とする。 

     経済産業省の認定は０．５項目と 

する。ただし，両省の認定を受け 

ているとしても１項目とする。 

ア～オの 

項目数に

よる評価 

 

１.５点 

５項目 １.５点 

２．５項目～４．５項目 １.０点 

０．５項目～２項目 ０.５点 

０項目 ０点 

(9) 災害時協力協定締結状況 
  評価項目算定資料提出日現在における宇

都宮市又は栃木県との災害時協力協定締結

の有無を評価する。 
０.２５点 

締結あり ０.２５点 

締結なし ０点 

(10) 市内事業者の施工割合 
  当該工事における市内事業者の施工割合

を評価する。 

０.２５点 

９０％以上 ０.２５点 

５０％以上９０％未満 ０.１２点 

５０％未満 ０点 

(11) 施工計画 
 別表２の評価項目により評価する。 

 なお，不可の評価を受けた者は失格とす

る。 

 

７.０点 

優 
７.００点 

～ 
５.９６点 

良 
５.７０点 

～ 
４.１５点 

可 
３.８９点 

～ 
１.３０点 

不可 
１.０４点 

～ 
０点 



 

 

５ 評価項目及び算定基準（標準案件）については，次のとおり取扱うものとする。 

 (1) 配置予定技術者を１名に特定できない場合，複数名とすることができる。この場合において

は，配置予定技術者の施工実績について提出を求める算定資料は，すべての配置予定技術者につ

いて提出すること。評価点については最も低い評価を受けた配置予定技術者の点数を用いるもの

とする。 

また，評価対象とする技術者は，発注機関が公告等において配置を求めた「監理技術者」，「主

任技術者」又は「現場代理人」の実績を有する者のみとし，工事カルテにおいて，発注機関の求

めによらず配置された技術者の実績や担当技術者の実績は，その表記のみでは評価対象としない。 

 (2) 優良工事表彰状況の評価について，評価対象とするものは以下のものに限ることとし，宇都

宮市及び宇都宮市上下水道局発注工事以外の工事において，表彰状，契約書，工事カルテ等で要

件を満たすことの確認が困難である場合は評価しない。 

・宇都宮市長表彰（優良建設工事表彰又は優秀賞） 

・栃木県知事表彰 

・栃木県内で施工した国土交通省発注工事での関東地方整備局長表彰 

 ・栃木県内で施工した国土交通省発注工事での事務所長等表彰 

・栃木県発注工事での事務所長等表彰 

なお，特定建設工事共同企業体の構成員（代表者を含む。）としての受彰実績は，評価対象と

する。ただし，当該表彰が構成員を個別に表彰するものである場合，申請者である事業者に対す

る表彰であることを確認できない場合は評価しない。 

 (3) ISO の認証取得については，対象業務を建設工事とし，公益財団法人日本適合性認定協会（JAB）

又は，JAB と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関が認証したものとする。 

 (4) 施工計画については，当該工事を施工する際に特に留意すべき事項について社内で充分に検

討した上で作成し提出（提出部数は１部とする。）すること。 

また，施工計画の評価については絶対評価により行うものとし，必要に応じて施工計画に関す

るヒアリング調査を実施する。 

   なお，市が指定した様式及び記載条件以外で施工計画を作成した場合については，失格として

取り扱う。 

 (5) 特定建設工事共同企業体に係る入札の場合，評価項目及び算定基準中(1)，(3)～(9)，(11)に

ついては代表者のみを評価する。(2)については構成員（代表者を含む。）のうち実績を有する者

を評価する。 

 (6)  評価項目及び算定基準中(2)及び(5)において，同種工事の実績（工事種別）を複数有する必

要がある場合は，次のとおり評価する。 

・複数の工事種別が同一工事内にある場合，当該工事を実績として扱う。 

・複数の工事種別が同一工事内にない場合，評価点が低い工事を実績として扱う。 

 (7)  評価項目及び算定基準中(10)において，受注者が特定建設工事共同企業体である場合は，構

成員（代表者を含む。）が市内事業者である場合のみ，当該特定建設工事共同企業体を「市内事

業者」であるとみなす。 

 



 

６ 技術評価点の算定方法（専門性の高い案件） 

技術評価点は，入札者が提出した評価項目審査申請書（添付書類を含む。）により，以下の評価

項目及び評価基準に基づいて算定した評価点の合計とする。 

 

評価項目及び評価基準（専門性の高い案件） 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

(1) 同種工事施工実績 
  過去に同種・類似工事を元請で施工した

完成工事高の実績により評価する。 

  特定建設工事共同企業体による工事は，

各構成員の実績として扱う。 

３.５点 

実績あり 

算定式： 

2.5×(Ｃ－Ａ)÷(Ｂ－Ａ)＋1 

Ａ：入札参加者の平均の完成

工事高 

Ｂ：入札参加者中で最高の完

成工事高 

Ｃ：申請者の完成工事高 

算定結果が 1 未満の場合は 1

点とする。 

（小数点第３位以下切捨て） 

３.５０点 

～ 

１.００点 

実績なし ０点 

(2) 配置予定技術者の同種工事施工実績 
  同種・類似工事において配置予定の技術

者が「監理技術者」，「主任技術者」又は「現

場代理人」として担当した完成工事高の実

績により評価する。 

４.５点 

実績あり 

算定式： 

3.5×(Ｃ－Ａ)÷(Ｂ－Ａ)＋1 

Ａ：入札参加者の平均の完成

工事高 

Ｂ：入札参加者中で最高の完

成工事高 

Ｃ：申請者の完成工事高 

算定結果が 1 未満の場合は 1

点とする。 

（小数点第３位以下切捨て） 

４.５０点 

～ 

１.００点 

実績なし ０点 

(3) 継続教育学習制度への取組み状況 
  評価項目算定資料提出日現在において，

配置予定技術者が受講した実績（別表１に

示す団体の証明があるもの。）を評価する。 
１.０点 

実績あり １.０点 

実績なし ０点 

(4) 優良工事表彰状況 
  過去５か年度（公告日の属する年度を含

む）における優良建設工事表彰又は優秀賞

の受彰の有無及び受彰工種により評価す

る。 

３.０点 

同工種の優秀賞受彰歴あり ３.０点 

同工種の受彰歴あり ２.０点 

異工種の優秀賞受彰歴あり １.０点 

異工種の受彰歴あり ０.５点 

受彰歴なし ０点 



 

 

(5) 市内事業者の施工割合 
  当該工事における市内事業者の施工割合

を評価する。 

１.０点 

９０％以上 １.０点 

５０％以上９０％未満 ０.５点 

５０％未満 ０点 

(6) 施工計画 
 別表２の評価項目により評価する。 

 なお，不可の評価を受けた者は失格とす

る。 

７.０点 

優 

７.００点 
～ 

５.９６点 

良 
５.７０点 

～ 
４.１５点 

可 

３.８９点 
～ 

１.３０点 

不可 

１.０４点 
～ 
０点 

 

７ 評価項目及び算定基準（専門性の高い案件）については，次のとおり取扱うものとする。 

 (1) 配置予定技術者を１名に特定できない場合，複数名とすることができる。この場合において

は，配置予定技術者の施工実績について提出を求める算定資料は，すべての配置予定技術者につ

いて提出すること。評価点については最も低い評価を受けた配置予定技術者の点数を用いるもの

とする。 

また，評価対象とする技術者は，発注機関が公告等において配置を求めた「監理技術者」，「主

任技術者」又は「現場代理人」の実績を有する者のみとし，工事カルテにおいて，発注機関の求

めによらず配置された技術者の実績や担当技術者の実績は，その表記のみでは評価対象としない。 

 (2) 優良工事表彰状況の評価について，評価対象とするものは以下のものに限ることとし，宇都

宮市及び宇都宮市上下水道局発注工事以外の工事において，表彰状，契約書，工事カルテ等で要

件を満たすことの確認が困難である場合は評価しない。 

・宇都宮市長表彰（優良建設工事表彰又は優秀賞） 

・栃木県知事表彰 

・栃木県内で施工した国土交通省発注工事での関東地方整備局長表彰 

 ・栃木県内で施工した国土交通省発注工事での事務所長等表彰 

・栃木県発注工事での事務所長等表彰 

なお，特定建設工事共同企業体の構成員（代表者を含む。）としての受彰実績は，評価対象と

する。ただし，当該表彰が構成員を個別に表彰するものである場合，申請者である事業者に対す

る表彰であることを確認できない場合は評価しない。 

 (3) 施工計画については，当該工事を施工する際に特に留意すべき事項について社内で充分に検

討した上で作成し提出（提出部数は１部とする。）すること。 

また，施工計画の評価については絶対評価により行うものとし，必要に応じて施工計画に関す

るヒアリング調査を実施する。 

   なお，市が指定した様式及び記載条件以外で施工計画を作成した場合については，失格として

取り扱う。 



 

(4) 特定建設工事共同企業体に係る入札の場合，評価項目及び算定基準中(2)，(3)，(4)，(6)に

ついては代表者のみを評価する。(1)については構成員（代表者を含む。）のうち実績を有する者

を評価する。 

(5)  評価項目及び算定基準中(1)及び(2)において，同種工事の実績（工事種別）を複数有する必

要がある場合は，次のとおり評価する。 

・複数の工事種別が同一工事内にある場合，当該工事を実績として扱う。 

・複数の工事種別が同一工事内にない場合，評価点が低い工事を実績として扱う。 

(6)  評価項目及び算定基準中(5)において，元請が特定建設工事共同企業体である場合は，構成

員（代表者を含む。）のうち，市内事業者の出資比率の合計(%)を元請施工額に乗じた額を，市内

事業者の元請施工額とみなす。 



 

別表１：評価対象とする資格認定団体 
 ・一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 ・公益社団法人日本造園学会 

・公益社団法人日本建築士会連合会 ・公益社団法人日本都市計画学会 

・公益社団法人日本技術士会 ・公益社団法人農業農村工学会 

・公益社団法人空気調和・衛生工学会  ・一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 

・一般社団法人建設コンサルタンツ協会  ・公益社団法人日本建築家協会 

・公益社団法人地盤工学会  ・一般社団法人日本建設業連合会 

・一般社団法人森林・自然環境技術者教育会  ・一般社団法人日本建築学会 

・一般社団法人全国上下水道コンサルタント協会  ・一般社団法人日本建築構造技術者協会 

・一般社団法人全国測量設計業協会連合会 ・一般財団法人建設業振興基金 

・土質・地質技術者生涯学習協議会  ・公益財団法人建築技術教育普及センター 

・公益社団法人土木学会 ・一般社団法人建築設備技術者協会 

・一般社団法人日本環境アセスメント協会  ・一般社団法人電気設備学会 

・公益社団法人日本コンクリート工学会 ・一般社団法人日本設備設計事務所協会 

 

別表２：施工計画の評価項目及び配点 

評価項目 評価内容 評価区分 
配 

点 

評 

価 

者 

１ 

評 

価 

者 

２ 

評 

価 

者 

３ 

合 

計 

工程管理に

係わる技術

的所見 

工事の手順，各工程の

工期が，的確に捉えら

れているか。 

標準を上回り優れている ３点 

    
標準を上回り的確である ２点 

標準である １点 

標準を下回る ０点 

品質管理に

係 わ る 確

認，管理方

法の的確性 

品質の確認方法，管理

方法が，現場の環境条

件（地形，地質，環境，

地域特性等）を踏まえ

て的確であるか。 

標準を上回り優れている ３点 

    
標準を上回り的確である ２点 

標準である １点 

標準を下回る ０点 

施工上配慮

すべき事項

の的確性 

配慮事項が，現場の環

境条件（地形，地質，

環境，地域特性等）を

踏まえて的確である

か。 

標準を上回り優れている ３点 

    
標準を上回り的確である ２点 

標準である １点 

標準を下回る ０点 

合  計     

 

評価者合計点 27 点～23 点 22 点～16 点 15 点～5 点 4 点～0 点 

評 価 優 良 可 不可 

 

  ＊ 優，良，可の評価点計算式は以下のとおりとする。 

 

    評定点 ＝ 評価者合計点 ／ 評価者満点（２７点） × 施工計画配点（７点） 

 

＊ 評価については，監督員・総括監督員・検査員の３名で絶対評価により行うこととする。 

 

 



 

 

算定基準（技術提案評価方式） 

 

１ 評価値の算定方法 

  評価値は，予定価格の制限の範囲内である者のうち入札書が無効でない者について，次の算式に

より算定する。 

   評価値 ＝ 技術点／入札価格 

 

２ 技術点の配点 

  技術点は，標準点と加算点の合計点とする。 

標準点  入札参加要件を満たした参加者に，標準点として１００点を付与する。 

加算点  技術的難度を勘案して次の範囲で定めるものとする。 

５０点（特に高い技術力が必要とされる工事） 

      ４０点（高い技術力が必要とされる工事） 

      ３０点（技術力が必要とされる工事） 

 

３ 加算点の算定方法 

加算点は，入札者が提出した技術提案書（添付書類を含む。）により，以下の評価項目及び評価

基準に基づいて算定した評価点の合計とする。 

 

評価項目及び評価基準 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

①環境の維持 

②交通の確保 

③特別な安全対策 

④省資源対策 

⑤リサイクル対策 

⑥ライフサイクルコスト 

⑦性能の向上 

⑧機能の向上 

⑨その他（補償費等） 

 
＊上記の①～⑨のうち，施工内容を勘案し評価

項目と各々の配点を決定し公告文に記載する

ものとする。 

１項目

につき

10～20

点 

Ａ評価 
（優れた技術提案である。） 

配 点 

×1／1 

Ｂ評価 
（概ね優れた技術提案である。） 

配 点 

×3／4 

Ｃ評価 
（良い技術提案である。） 

配 点 

×2／4 

Ｄ評価 
（概ね良い技術提案である。） 

配 点 

×1／4 

Ｅ評価 
（やや良い技術提案である。） 

配 点 

×1／10 

Ｆ評価 
（標準案と同程度） 0 点 

不採用 

※評価点は切り上げ整数とする。 

 

４ 評価項目及び算定基準については，次のとおり取扱うものとする。 

(1) 技術提案については，公告文にある評価基準に留意し，評価項目を充分に検討した上で作成

し提出すること。 

なお，必要に応じて施工計画に関するヒアリング調査を実施するものとする。 

 (2) 各評価項目に対する技術提案のうち１つでも不採用となる内容がある場合は，当該評価項目

の技術提案すべてを不採用とする。 

 



 

 

算定基準（技術提案評価方式（設計・施工一括）） 

 

・ 評価項目等については，工事内容等を勘案し決定する。決定した評価項目等は，公告

文に記載するものとする。 

 



 

 

算定基準（実績評価方式） 

 

１ 総合点の算定方法 

  総合点は，予定価格の制限の範囲内である者のうち入札書が無効でない者について，次の算式に

より算定する。 

   総合点 ＝ 価格点 ＋ 技術評価点 

 

２ 評価点の配点 

価格点と技術評価点の配点は合計を１００点とし，それぞれの配点は次のとおりとする。 

 ア 価 格 点 ８０点 

 イ 技術評価点 ２０点 

   

３ 価格点の算定方法 

 (1) 価格点は次の算式により算定する。 

   価格点＝基礎点（８０）×調査基準価格／入札価格 〔少数点以下第４位四捨五入〕 

 (2) 入札価格は各入札者の入札金額（消費税等は含まない。）とし，入札価格が調査基準価格を下

回った場合は，価格点＝基礎点（８０）の一律評価とする。 

 



 

４ 技術評価点の算定方法（土木系） 

技術評価点は，入札者が提出した評価項目審査申請書（添付書類を含む。）により，以下の評価

項目及び評価基準に基づいて算定した評価点の合計とする。 

 

評価項目及び評価基準（土木系） 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

(1) 宇都宮市及び宇都宮市上下水道局発注

工事の工事成績評定点 
  入札参加者の工事成績評定点（以下をす

べて満たすもの）の平均値（小数点第２位以

下切捨て）により評価する。 

ただし，市内本店の地域要件を設けない案

件は，全者工事成績評定点なしとみなす。 

 

・過去３か年度（公告日の属する年度は含ま

ない。）に検査室又は技術監理室が検査を

完了した工事 

・本工事と同一工種の工事 

 

特定建設工事共同企業体の構成員として

の評定点を含む。 

５.０点 

７５点以上 ５.０点 

６７．０点以上７５．０点未満 

下式により算定する 

評価点＝平均値／２－３２．５ 

（小数点第３位以下切捨て） 

４．９５点 

～ 

１．００点 

６７点未満又は 

工事成績評定点なし 
０点 

(2) 同種工事施工実績 
  過去に同種･類似工事を施工した実績に

より評価する。 

  特定建設工事共同企業体による工事は，各

構成員の工事実績として扱う。 

２.５点 

元請実績あり ２.５点 

一次下請として実績あり（同

種・類似工事の条件を満たす） 
１.０点 

一次下請として実績あり（同

種・類似工事の条件を確認でき

ない） 

０.５点 

実績なし ０点 

(3) 優良工事表彰状況 
過去５か年度（公告日の属する年度を含

む）における優良建設工事表彰又は優秀賞の

受彰の有無及び受彰工種により評価する。 

１.０点 

同工種の優秀賞受彰歴あり １.０点 

同工種の受彰歴あり ０.７５点 

異工種の優秀賞受彰歴あり ０.５点 

異工種の受彰歴あり ０.２５点 

受彰歴なし ０点 



 

 

(4) 重機保有状況 

  開札日現在有効な経営事項審査における

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通

知書」に記載された「建設機械の所有及びリ

ース台数」により評価する。 ０.７５点 

５台以上 ０.７５点 

２台～４台 ０.５点 

１台 ０.２５点 

０台 ０点 

(5) 技術職員数 
  開札日現在有効な経営事項審査における

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通

知書」に記載された工種毎の「技術職員数」

により評価する。 ０.２５点 

１０人以上 ０.２５点 

５人以上 ０.１５点 

５人未満 ０点 

(6) ア 若手・女性技術者評価 
   配置予定の「監理技術者」，「主任技術

者」又は「現場代理人」が以下のいずれ

かに該当する場合に評価する。 

・４０歳以下であり，国家資格等を有す

る者又は実務経験１０年以上の者 

・女性 

 イ 週休２日制工事施工実績 
過去２か年度（公告日の属する年度を含

む）に完成引き渡しが完了した国・特殊法

人等・都道府県・都道府県出資公社・市区

町村が発注した工事を，元請として施工し

た工事において，発注機関の要領等により

４週８休以上を達成した工事における実

績を評価する。 

 ウ 建設キャリアアップシステム導入 
開札日現在において事業者登録してい

る実績を評価 

ア～ウの 

項目数に

よる評価 

 

１.０点 

３項目 １.０点 

２項目 ０.５点 

１項目 ０.２５点 

０項目 ０点 

(7) 配置予定技術者の同種工事施工実績 
  配置予定の技術者が同種･類似工事にお

いて「監理技術者」，「主任技術者」又は「現

場代理人」として担当した実績により評価す

る。 

３.０点 

実績あり ３.０点 

実績なし ０点 

(8) 配置予定技術者が有する国家資格等 
  配置予定の技術者が有する資格により評

価する。 

１.０点 

技術士・一級建築士又は当該工

事区分による一級国家資格者等 
１.０点 

二級建築士又は当該工事区分に

よる二級国家資格者等 
０.２５点 

資格なし ０点 

(9) 継続教育学習制度への取組み状況 
  開札日現在において，配置予定技術者が ０.５点 実績あり ０.５点 



 

受講した実績（別表３に示す団体の証明があ

るもの。）を評価する。 実績なし ０点 

(10) 配置予定技術者の宇都宮市及び宇都

宮市上下水道局発注工事の工事成績評定

点 
  本工事の配置予定技術者が「監理技術者」，

「主任技術者」又は「現場代理人」として担

当した工事の工事成績評定点（以下をすべて

満たすもの）の平均値（小数点第２位以下切

捨て）により評価する。 

ただし，市内本店の地域要件を設けない案

件は，全者工事成績評定点なしとみなす。 

 

・過去３か年度（公告日の属する年度は含ま

ない。）に検査室又は技術監理室が検査を

完了した工事 

・本工事と同一工種の工事 

３.０点 

７５点以上 ３.０点 

６７．０点以上７５．０点未満 

下式により算定する 

評価点=平均値／４－１５.７５ 

（小数点第３位以下切捨て） 

２.９７点 

～ 

１.０点 

６７点未満又は 

工事成績評定点なし 
０点 

(11) ア 建設業労働災害防止協会への加入 
開札日現在における建設業労働災害防止

協会への加入の有無により評価する。 

イ ISO 又は事業所版環境 ISO の取得状況 

  開札日現在における ISO9001 又は

ISO14001，事業所版環境 ISO（エコアクショ

ン２１又はエコうつのみや２１）の認証取

得の有無により評価する。 

ウ 宇都宮市まちづくり貢献企業認証制

度の認証取得状況 
  開札日現在における宇都宮市まちづくり

貢献企業認証制度認証取得の有無により評

価する。 

エ 消防団活動への協力 
  開札日現在における宇都宮市消防団協力

事業所の認定の有無を評価する。 

オ ＢＣＰ認定 
  開札日現在における「事業継続力強化計

画」として国土交通省又は経済産業省の認定

の有無により評価する。 

（注）国土交通省の認定は１項目とする。 

     経済産業省の認定は０．５項目と 

     する。ただし，両省の認定を受けて 

いるとしても１項目とする。 

ア～オの 

項目数に

よる評価 

 

１.５点 

５項目 １.５点 

２．５項目～４．５項目 １.０点 

０．５項目～２項目 ０.５点 

０項目 ０点 

(12) 災害時協力協定締結状況 
  開札日現在における宇都宮市又は栃木県

との災害時協力協定締結の有無を評価する。 ０.２５点 

締結あり ０.２５点 

締結なし ０点 

(13) 市内事業者の施工割合 

  当該工事における市内事業者の施工割合

を評価する。 

０.２５点 

９０％以上 ０.２５点 

５０％以上９０％未満 ０.１２点 

５０％未満 ０点 



 

５ 評価項目及び算定基準（土木系）については，次のとおり取扱うものとする。 

(1) 配置予定技術者を１名に特定できない場合，複数名とすることができる。この場合において

は，配置予定技術者の施工実績について提出を求める算定資料は，すべての配置予定技術者につ

いて提出すること。評価点については最も低い評価を受けた配置予定技術者の点数を用いるもの

とする。 

また，評価対象とする技術者は，発注機関が公告等において配置を求めた「監理技術者」，「主

任技術者」又は「現場代理人」の実績を有する者のみとし，工事カルテにおいて，発注機関の求

めによらず配置された技術者の実績や担当技術者の実績は，その表記のみでは評価対象としない。 

(2) 優良工事表彰状況の評価について，評価対象とするものは以下のものに限ることとし，宇都

宮市及び宇都宮市上下水道局発注工事以外の工事において，表彰状，契約書，工事カルテ等で要

件を満たすことの確認が困難である場合は評価しない。 

・宇都宮市長表彰（優良建設工事表彰又は優秀賞） 

・栃木県知事表彰 

・栃木県内で施工した国土交通省発注工事での関東地方整備局長表彰 

 ・栃木県内で施工した国土交通省発注工事での事務所長等表彰 

・栃木県発注工事での事務所長等表彰 

なお，特定建設工事共同企業体の構成員（代表者を含む。）としての受彰実績は，評価対象と

する。ただし，当該表彰が構成員を個別に表彰するものである場合，申請者である事業者に対す

る表彰であることを確認できない場合は評価しない。 

 (3) ISOの認証取得については，対象業務を建設工事とし，公益財団法人日本適合性認定協会（JAB）

又は，JABと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関が認証したものとする。 

(4) 特定建設工事共同企業体に係る入札の場合，評価項目及び算定基準中(1)，(3)～(12)につい

ては代表者のみを評価する。(2)については構成員（代表者を含む。）のうち実績を有する者を評

価する。 

(5)  評価項目及び算定基準中(2)及び(7)において，同種工事の実績（工事種別）を複数有する必

要がある場合は，次のとおり評価する。 

・複数の工事種別が同一工事内にある場合，当該工事を実績として扱う。 

・複数の工事種別が同一工事内にない場合，評価点が低い工事を実績として扱う。 

(6)  評価項目及び算定基準中(13)において，元請が特定建設工事共同企業体である場合は，構成

員（代表者を含む。）のうち，市内事業者の出資比率の合計(%)を元請施工額に乗じた額を，市内

事業者の元請施工額とみなす。 



 

６ 技術評価点の算定方法（建築系） 

技術評価点は，入札者が提出した評価項目審査申請書（添付書類を含む。）により，以下の評価

項目及び評価基準に基づいて算定した評価点の合計とする。 

 

評価項目及び評価基準（建築系） 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

(1) 宇都宮市及び宇都宮市上下水道局発注

工事の工事成績評定点 
  入札参加者の工事成績評定点（以下をす

べて満たすもの）の平均値（小数点第２位以

下切捨て）により評価する。 

ただし，市内本店の地域要件を設けない案

件は，全者工事成績評定点なしとみなす。 

 

・過去３か年度（公告日の属する年度は含ま

ない。）に検査室又は技術監理室が検査を

完了した工事 

・本工事と同一工種の工事 

 

特定建設工事共同企業体の構成員として

の評定点を含む。 

５.０点 

７５点以上 ５.０点 

６７．０点以上７５．０点未満 

下式により算定する 

評価点＝平均値／２－３２．５ 

（小数点第３位以下切捨て） 

４．９５点 

～ 

１．００点 

６７点未満又は 

工事成績評定点なし 
０点 

(2) 同種工事施工実績 
  過去に同種･類似工事を施工した実績に

より評価する。 

  特定建設工事共同企業体による工事は，各

構成員の工事実績として扱う。 

２.５点 

元請実績あり ２.５点 

一次下請として実績あり（同

種・類似工事の条件を満たす） 
１.０点 

一次下請として実績あり（同

種・類似工事の条件を確認でき

ない） 

０.５点 

実績なし ０点 

(3) 優良工事表彰状況 
 過去５か年度（公告日の属する年度を含 

む）における優良建設工事表彰又は優秀賞の

受彰の有無及び受彰工種により評価する。 

 

１.０点 

同工種の優秀賞受彰歴あり １.０点 

同工種の受彰歴あり ０.７５点 

異工種の優秀賞受彰歴あり ０.５点 

異工種の受彰歴あり ０.２５点 

受彰歴なし ０点 



 

 

(4) 重機保有状況 

  開札日現在有効な経営事項審査における

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通

知書」に記載された「建設機械の所有及びリ

ース台数」により評価する。 

０.２５点 

１台以上 ０.２５点 

０台 ０点 

(5) 技術職員数 

  開札日現在有効な経営事項審査における

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通

知書」に記載された工種毎の「技術職員数」

により評価する。 
０.７５点 

１０人以上 ０.７５点 

５人以上 ０.２５点 

５人未満 ０点 

(6) ア 若手・女性技術者評価 
   配置予定の「監理技術者」，「主任技術

者」又は「現場代理人」が以下のいずれ

かに該当する場合に評価する。 

・４０歳以下であり，国家資格等を有す

る者又は実務経験１０年以上の者 

・女性 

イ 週休２日制工事施工実績 
過去２か年度（公告日の属する年度を含

む）に完成引き渡しが完了した国・特殊法

人等・都道府県・都道府県出資公社・市区

町村が発注した工事を，元請として施工し

た工事において，発注機関の要領等により

４週８休以上を達成した工事における実

績を評価する。 

ウ 建設キャリアアップシステム導入 
開札日現在において事業者登録してい

る実績を評価 

ア～ウの 

項目数に

よる評価 

 

１.０点 

３項目 １.０点 

２項目 ０.５点 

１項目 ０.２５点 

０項目 ０点 

(7) 配置予定技術者の同種工事施工実績 
  配置予定の技術者が同種･類似工事にお

いて「監理技術者」，「主任技術者」又は「現

場代理人」として担当した実績により評価す

る。 

３.０点 

実績あり ３.０点 

実績なし ０点 

(8) 配置予定技術者が有する国家資格等 
  配置予定の技術者が有する資格により評

価する。 

１.０点 

技術士・一級建築士又は当該工

事区分による一級国家資格者等 
１.０点 

二級建築士又は当該工事区分に

よる二級国家資格者等 
０.２５点 

資格なし ０点 

(9) 継続教育学習制度への取組み状況 
  開札日現在において，配置予定技術者が

受講した実績（別表３に示す団体の証明があ

るもの。）を評価する。 
０.５点 

実績あり ０.５点 

実績なし ０点 

(10)  配置予定技術者の宇都宮市及び宇

都宮市上下水道局発注工事の工事成績評 ３.０点 ７５点以上 ３.０点 



 

定点 
  本工事の配置予定技術者が「監理技術者」，

「主任技術者」又は「現場代理人」として担

当した工事の工事成績評定点（以下をすべて

満たすもの）の平均値（小数点第２位以下切

捨て）により評価する。 

ただし，市内本店の地域要件を設けない案

件は，全者工事成績評定点なしとみなす。 

 

・過去３か年度（公告日の属する年度は含ま

ない。）に検査室又は技術監理室が検査を完

了した工事 

・本工事と同一工種の工事 

６７．０点以上７５．０点未満 

下式により算定する 

評価点=平均値／４－１５.７５ 

（小数点第３位以下切捨て） 

２.９７点 

～ 

１.０点 

６７点未満又は 

工事成績評定点なし 
０点 

(11) ア 建設業労働災害防止協会への加入 
開札日現在における建設業労働災害防止

協会への加入の有無により評価する。 

イ ISO 又は事業所版環境 ISO の取得状況 

  開札日現在における ISO9001 又は

ISO14001，事業所版環境 ISO（エコアクショ

ン２１又はエコうつのみや２１）の認証取

得の有無により評価する。 

ウ 宇都宮市まちづくり貢献企業認証制

度の認証取得状況 
  開札日現在における宇都宮市まちづくり

貢献企業認証制度認証取得の有無により評

価する。 

エ 消防団活動への協力 
  開札日現在における宇都宮市消防団協力

事業所の認定の有無を評価する。 

オ ＢＣＰ認定 
  開札日現在における「事業継続力強化計

画」として国土交通省又は経済産業省の認定

の有無により評価する。 

（注）国土交通省の認定は１項目とする。 

     経済産業省の認定は０．５項目と 

する。ただし，両省の認定を受け 

ているとしても１項目とする。 

ア～オの 

項目数に

よる評価 

 

１.５点 

５項目 １.５点 

２．５項目～４．５項目 １.０点 

０．５項目～２項目 ０.５点 

０項目 ０点 

(12) 災害時協力協定締結状況 
  開札日現在における宇都宮市又は栃木県

との災害時協力協定締結の有無を評価する。 
０.２５点 

締結あり ０.２５点 

締結なし ０点 

(13) 市内事業者の施工割合 

  当該工事における市内事業者の施工割合

を評価する。 

０.２５点 

９０％以上 ０.２５点 

５０％以上９０％未満 ０.１２点 

５０％未満 ０点 

 

 

 

 



 

７ 評価項目及び算定基準（建築系）については，次のとおり取扱うものとする。 

(1) 配置予定技術者を１名に特定できない場合，複数名とすることができる。この場合において

は，配置予定技術者の施工実績について提出を求める算定資料は，すべての配置予定技術者につ

いて提出すること。評価点については最も低い評価を受けた配置予定技術者の点数を用いるもの

とする。 

また，評価対象とする技術者は，発注機関が公告等において配置を求めた「監理技術者」，「主

任技術者」又は「現場代理人」の実績を有する者のみとし，工事カルテにおいて，発注機関の求

めによらず配置された技術者の実績や担当技術者の実績は，その表記のみでは評価対象としない。 

(2) 優良工事表彰状況の評価について，評価対象とするものは以下のものに限ることとし，宇都

宮市及び宇都宮市上下水道局発注工事以外の工事において，表彰状，契約書，工事カルテ等で要

件を満たすことの確認が困難である場合は評価しない。 

・宇都宮市長表彰（優良建設工事表彰又は優秀賞） 

・栃木県知事表彰 

・栃木県内で施工した国土交通省発注工事での関東地方整備局長表彰 

 ・栃木県内で施工した国土交通省発注工事での事務所長等表彰 

・栃木県発注工事での事務所長等表彰 

なお，特定建設工事共同企業体の構成員（代表者を含む。）としての受彰実績は，評価対象と

する。ただし，当該表彰が構成員を個別に表彰するものである場合，申請者である事業者に対す

る表彰であることを確認できない場合は評価しない。 

 (3) ISOの認証取得については，対象業務を建設工事とし，公益財団法人日本適合性認定協会（JAB）

又は，JABと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関が認証したものとする。 

 (4) 特定建設工事共同企業体に係る入札の場合，評価項目及び算定基準中(1)，(3)～(12)につい

ては代表者のみを評価する。(2)については構成員（代表者を含む。）のうち実績を有する者を評

価する。 

(5) 評価項目及び算定基準中(2)及び(7)において，同種工事の実績（工事種別）を複数有する必

要がある場合は，次のとおり評価する。 

・複数の工事種別が同一工事内にある場合，当該工事を実績として扱う。 

・複数の工事種別が同一工事内にない場合，評価点が低い工事を実績として扱う。 

(6) 評価項目及び算定基準中(13)において，元請が特定建設工事共同企業体である場合は，構成

員（代表者を含む。）のうち，市内事業者の出資比率の合計(%)を元請施工額に乗じた額を，市内

事業者の元請施工額とみなす。 

 



 

８ 技術評価点の算定方法（ほ装系） 

技術評価点は，入札者が提出した評価項目審査申請書（添付書類を含む。）により，以下の評価

項目及び評価基準に基づいて算定した評価点の合計とする。 

 

評価項目及び評価基準（ほ装系） 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

(1) 宇都宮市及び宇都宮市上下水道局発注

工事の工事成績評定点 
  入札参加者の工事成績評定点（以下をすべ

て満たすもの）の平均値（小数点第２位以下

切捨て）により評価する。 

ただし，市内本店の地域要件を設けない案

件は，全者工事成績評定点なしとみなす。 

 

・過去３か年度（公告日の属する年度は含ま

ない。）に検査室又は技術監理室が検査を

完了した工事 

・本工事と同一工種の工事 

 

特定建設工事共同企業体の構成員として

の評定点を含む。 

５.０点 

７５点以上 ５.０点 

６７．０点以上７５．０点未満 

下式により算定する 

評価点=平均値／２－３２.５ 

（小数点第３位以下切捨て） 

４.９５点 

～ 

１.０点 

６７点未満又は 

工事成績評定点なし 
０点 

(2) 同種工事施工実績 
  過去に同種･類似工事を施工した実績によ

り評価する。 

  特定建設工事共同企業体による工事は，各

構成員の工事実績として扱う。 

１.０点 

元請実績あり １.０点 

一次下請として実績あり（同

種・類似工事の条件を満たす） 
０.３点 

一次下請として実績あり（同

種・類似工事の条件を確認でき

ない） 

０.１５点 

実績なし ０点 

(3) 重機保有状況 

  開札日現在有効な経営事項審査における

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通

知書」に記載された「建設機械の所有及びリ

ース台数」により評価する。 

０.７５点 

１０台以上 ０.７５点 

５台～９台 ０.５点 

２台～４台 ０.２５点 

１台 ０.１２点 

０台 ０点 



 

 

(4) 技術職員数 
  開札日現在有効な経営事項審査における

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通

知書」に記載された工種毎の「技術職員数」

により評価する。 
０.２５点 

１０人以上 ０.２５点 

５人以上 ０.１５点 

５人未満 ０点 

(5) ア 若手・女性技術者評価 
   配置予定の「監理技術者」，「主任技術

者」又は「現場代理人」が以下のいずれか

に該当する場合に評価する。 

・４０歳以下であり，国家資格等を有す

る者又は実務経験１０年以上の者 

・女性 

 イ 週休２日制工事施工実績 
過去２か年度（公告日の属する年度を含

む）に完成引き渡しが完了した国・特殊法

人等・都道府県・都道府県出資公社・市区

町村が発注した工事を，元請として施工し

た工事において，発注機関の要領等により

４週８休以上を達成した工事における実

績を評価する。 

 ウ 建設キャリアアップシステム導入 
開札日現在において事業者登録してい

る実績を評価 

ア～ウの 

項目数に

よる評価 

 

１.０点 

３項目 １.０点 

２項目 ０.５点 

１項目 ０.２５点 

０項目 ０点 

(6) 配置予定技術者の同種工事施工実績 
  配置予定の技術者が同種･類似工事におい

て「監理技術者」，「主任技術者」又は「現場

代理人」として担当した実績により評価す

る。 

３.０点 

実績あり ３.０点 

実績なし ０点 

(7) 配置予定技術者が有する国家資格等 
  配置予定の技術者が有する資格により評

価する。 

０.７５点 

技術士・一級建築士又は当該工

事区分による一級国家資格者等 
０.７５点 

二級建築士又は当該工事区分に

よる二級国家資格者等 
０.２５点 

資格なし ０点 

(8) 継続教育学習制度への取組み状況 
  開札現在において，配置予定技術者が受講

した実績（別表３に示す団体の証明があるも

の。）を評価する。 ０.２５点 

実績あり ０.２５点 

実績なし ０点 



 

 

(9) ア 建設業労働災害防止協会への加入 
開札日現在における建設業労働災害防止

協会への加入の有無により評価する。 

イ ISO 又は事業所版環境 ISO の取得状況 

  開札日現在における ISO9001 又は

ISO14001，事業所版環境 ISO（エコアクショ

ン２１又はエコうつのみや２１）の認証取

得の有無により評価する。 

ウ 宇都宮市まちづくり貢献企業認証制

度の認証取得状況 
  開札日現在における宇都宮市まちづくり

貢献企業認証制度認証取得の有無により評

価する。 

エ 消防団活動への協力 
  開札日現在における宇都宮市消防団協力

事業所の認定の有無を評価する。 

オ ＢＣＰ認定 
  開札日現在における「事業継続力強化計

画」として国土交通省又は経済産業省の認定

の有無により評価する。 

（注）国土交通省の認定は１項目とする。 

     経済産業省の認定は０．５項目と 

する。ただし，両省の認定を受けて 

いるとしても１項目とする。 

ア～オの 

項目数に

よる評価 

 

１.５点 

５項目 １.５点 

２．５項目～４．５項目 １.０点 

０．５項目～２項目 ０.５点 

０項目 ０点 

(10) 災害時協力協定締結状況 
  開札日現在における宇都宮市又は栃木県

との災害時協力協定締結の有無を評価する。 
０.２５点 

締結あり ０.２５点 

締結なし ０点 

(11) 市内事業者の施工割合 

  当該工事における市内事業者の施工割合

を評価する。 

０.２５点 

９０％以上 ０.２５点 

５０％以上９０％未満 ０.１２点 

５０％未満 ０点 



 

 

(12) 施工場所からの本店距離等 

  当該工事の施工場所から以下までの距離

を評価する。 

 ①宇都宮市建設工事入札参加有資格者名簿

における本店所在地 

 ②近隣での施工実績の施工場所(以下の条件

をすべて満たすもの) 

  ・宇都宮市又は宇都宮市上下水道局発注 

  ・請負金額 500 万円超の建設工事 

  ・開札日から過去 10 年以内の完成 ５.０点 

①が１㎞以内 ５.０点 

①が１㎞超２㎞以内 ４.２５点 

①が２㎞超３㎞以内 ３.５点 

①が３㎞超４㎞以内 ２.７５点 

①が４㎞超５㎞以内 ２.０点 

①が３㎞超で②が３㎞以内 ３.０点 

上記以外 ０点 

(13) 道路保全業務実績 
  公告日の属する年度の宇都宮市発注の道

路保全業務の契約実績を評価する。 １.０点 

実績あり １.０点 

実績なし ０点 

 

９ 評価項目及び算定基準（ほ装系）については，次のとおり取扱うものとする。 

(1) 配置予定技術者を１名に特定できない場合，複数名とすることができる。この場合において

は，配置予定技術者の施工実績について提出を求める算定資料は，すべての配置予定技術者につ

いて提出すること。評価点については最も低い評価を受けた配置予定技術者の点数を用いるもの

とする。 

また，評価対象とする技術者は，発注機関が公告等において配置を求めた「監理技術者」，「主

任技術者」又は「現場代理人」の実績を有する者のみとし，工事カルテにおいて，発注機関の求

めによらず配置された技術者の実績や担当技術者の実績は，その表記のみでは評価対象としない。 

 (2) 特定建設工事共同企業体に係る入札の場合，評価項目及び算定基準中(1)，(3)～(10)，   

(12)，(13)については代表者のみを評価する。(2)については構成員（代表者を含む。）のうち実

績を有する者を評価する。 

(3) 評価項目及び算定基準中(2)及び(6)において，同種工事の実績（工事種別）を複数有する必

要がある場合は，次のとおり評価する。 

・複数の工事種別が同一工事内にある場合，当該工事を実績として扱う。 

・複数の工事種別が同一工事内にない場合，評価点が低い工事を実績として扱う。 

(4) 評価項目及び算定基準中(11)において，元請が特定建設工事共同企業体である場合は，構成

員（代表者を含む。）のうち，市内事業者の出資比率の合計(%)を元請施工額に乗じた額を，市内

事業者の元請施工額とみなす。 

 

 

 

 

 

 



 

別表３：評価対象とする資格認定団体 

 ・一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 ・公益社団法人日本造園学会 

・公益社団法人日本建築士会連合会 ・公益社団法人日本都市計画学会 

・公益社団法人日本技術士会 ・公益社団法人農業農村工学会 

・公益社団法人空気調和・衛生工学会  ・一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 

・一般社団法人建設コンサルタンツ協会  ・公益社団法人日本建築家協会 

・公益社団法人地盤工学会  ・一般社団法人日本建設業連合会 

・一般社団法人森林・自然環境技術者教育会  ・一般社団法人日本建築学会 

・一般社団法人全国上下水道コンサルタント協会  ・一般社団法人日本建築構造技術者協会 

・一般社団法人全国測量設計業協会連合会 ・一般財団法人建設業振興基金 

・土質・地質技術者生涯学習協議会  ・公益財団法人建築技術教育普及センター 

・公益社団法人土木学会 ・一般社団法人建築設備技術者協会 

・一般社団法人日本環境アセスメント協会  ・一般社団法人電気設備学会 

・公益社団法人日本コンクリート工学会 ・一般社団法人日本設備設計事務所協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

６－２ 評価項目算定資料 
 

【施工能力評価方式】 

・様式１号    評価項目算定資料の提出について 

・様式１－１号 評価項目算定資料一覧表 

・様式１－２号 同種工事施工実績評価資料 

・様式１－３号 若手・女性技術者評価資料 

・様式１－４号 週休２日制工事実績証明書 

・様式１－５号 配置予定技術者評価資料 

・様式１－６号 宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合 

に係る誓約書 

・様式１―７号 施工計画 

・様式２号   技術評価に係る疑義について（照会） 

  

【実績評価方式】 

・様式１号    評価項目算定資料の提出について 

・様式１－１号 評価項目算定資料一覧表 

・様式１－２号 同種工事施工実績評価資料 

・様式１－３号 若手・女性技術者評価資料 

・様式１－４号 週休２日制工事実績証明書 

・様式１－５号 配置予定技術者評価資料 

・実務経験経歴書（主任技術者用・現場代理人用） 

・様式１－６号 宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合 

に係る誓約書 

・様式１－８号 施工場所からの本店距離等評価資料 

・工事成績評定点に関する質問書 



 



様式１号（評価項目算定用）   施工能力評価方式専用 

 

 

令和  年  月  日 

 

 （あて先）宇都宮市長 佐 藤 栄 一 

 

 

 

住所（所在地） 

商 号 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

 

 

評 価 項 目 算 定 資 料 の 提 出 に つ い て 

 

 

 下記の工事について，次のとおり評価項目算定資料を提出します。 

 

 １ 工 事 名                             

 

 ２ 工 事 箇 所                             

 

 ３  評価項目算定資料 

  ① 評価項目算定資料一覧表               （様式１－１号） 

  ② 同種工事施工実績評価資料              （様式１－２号） 

  ③ 若手・女性技術者評価資料              （様式１－３号） 

④ 週休２日制工事施工実績               （様式１－４号） 

⑤ 配置予定技術者評価資料               （様式１－５号） 

  ⑥ 宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合に係る誓約書（様式１－６号） 

  ⑦ 施工計画                      （様式１－７号） 

 

 

 【連絡先】担当者 所 属 

          氏 名 

          電話番号 

          Ｆ Ａ Ｘ 



№ 評価項目 評価基準 配点

該当する評
価基準に○
をつける。
（応札者）

提出枚数
（応札者）

提出書類
評価結果
（発注者）

７５点以上 5.0
６７．０点以上７５．０未満 4.95～1.0
６７点未満又は工事成績評定点なし 0
元請実績あり 1.0
一次下請実績あり(条件を満たす) 0.3
一次下請実績あり(条件確認できず) 0.15
実績なし 0
同工種の優秀賞受彰歴あり 2.0
同工種の受彰歴あり 1.5
異工種の優秀賞受彰歴あり 1.0
異工種の受彰歴あり 0.5
受彰歴なし 0

配置あり

配置なし

実績あり

実績なし

登録あり

登録なし
実績あり 1.5
実績なし 0
１級国家資格者等 0.25
２級国家資格者 0.12
資格なし 0

実績あり 0.25

実績なし 0

加入

未加入

ISO9001又はISO14001，事業所版環境ISO（エコ
アクション21又はエコうつのみや21）のいずれか
を取得

なし
取得あり
取得なし
認定あり
認定なし
認定あり（国土交通省の認定）
認定あり（経済産業省の認定）
認定なし
※国土交通省の認定は１項目とする。
　 経済産業省の認定は０．５項目とする。
 　ただし，両省の認定を受けているとしても
   １項目とする。

締結あり 0.25
締結なし 0
９０％以上 0.25
５０％以上９０％未満 0.12
５０％未満 0
優 7.00～5.96
良 5.7～4.15
可 3.89～1.3
不可 1.04～0

枚

週休２日制工事施工実績
が確認できる通知書等の
写し又は(様式１－４号)週
休２日制工事施工実績証
明書

・協会等の発行する証明
書の写し
(評価項目算定資料提出
日から過去1年間に取得
していることが証明できる
ものに限る。インターネッ
ト上の検索結果の写しは
不可。)

(様式１－５号)
配置予定技術者評価資
料及び添付書類

枚

枚4

5
配置予定技術者の
同種工事施工実績　　※２

施工能力評価方式－標準案件

評　価　項　目　算　定　資　料　一　覧　表

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工事場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

所在地                                           　　　     
商号又は名称                                  　　　     
代表者氏名                        　　　                  

2 同種工事施工実績
(様式１－２号)
施工実績評価資料及び添
付書類

7
継続教育学習制度への
取組み状況

1枚

災害時協力協定締結状況
宇都宮市又は栃木県との
協定書・名簿の写し

宇都宮版ＣＳＲ認証取得状況

消防団活動協力

項目数による
評価

5項目：1.5点
2.5～4.5項目：1.0点
0.5～2項目：0.5点

0項目：0点

1

施工計画11
(様式１－７号)
施工計画

(様式１－６号)
誓約書

・建設業労働災害防止協
会加入証明書の写し
(評価項目算定資料提出
日から1年以内に発行さ
れたものに限る。)

10 市内事業者の施工割合

9

枚

枚

枚

枚

6

(様式１－３号)
若手・女性技術者評価資
料

工事成績評定点

配置予定技術者が有する
国家資格等

週休２日制工事施工実績

建設キャリアアップシステム
導入

枚

項目数による
評価

3項目：1.0点
2項目：0.5点
1項目：0.25点
0項目：0点

様式１－１号（評価項目算定用）

建設業労働災害防止協会
加入状況

3 優良工事表彰状況　　※１

・宇都宮市長の表彰以外
は表彰状の写し及びその
工種が確認できる書面等
の写し

・登録証(認定証)の写し及
び付属書の写し(日本語で
作成されているもの)

ＩＳＯ等取得状況

若手・女性技術者評価

8

ＢＣＰ認定

枚

枚



（注）
１　評価基準について，該当する項目に○をつけること。
２　提出書類の枚数欄に記入した書類を提出すること。
３　「７ 配置予定技術者の同種工事施工実績」の工事が「２ 同種工事施工実績」の工事と同一の場合には，添付書類を省略できる。
４　優良工事表彰のうち市長表彰については，表彰状の写し及びその工種が確認できる書面等の写しの添付を省略できる。
５　優良工事表彰のうち市長表彰以外の表彰状の写し等，ＩＳＯ認定書等の写し及び建設業労働災害防止協会加入証明書の写しにつ
　　いては，同一年度内の２回目以降の参加時には提出を省略できる。その際は，提出書類の枚数欄に「提出済」と記入すること。
　　ただし，提出済の認定書等が有効期限を経過した場合には再度提出すること。
６　評価結果欄には記入しないでください。

※２　配置予定技術者を１名に特定できない場合，複数名とすることができる。この場合においては，配置予定技術者の施工実績
　　　 について提出を求める算定資料は，すべての配置予定技術者について提出すること。また，評価点については最も低い評価
　　　 を受けた配置予定技術者の点数を用いるものとする。

※１　優良工事表彰対象機関は
　　　　　・宇都宮市長表彰（優良建設工事表彰又は優秀賞）
　　　　　・栃木県知事
　　　　　・関東地方整備局長
　　　　　・栃木県所長等
　　　　　・関東地方整備局所長等
　　　　とします。

◎　算定基準をよく確認のうえ太枠線内を記入してください。



 

 

様式１－２号（評価項目算定用） 

同 種 工 事 施 工 実 績 評 価 資 料 

工事名：                        

工事場所：                       商号又は名称：               

工 

 

事 

 

概 

 

要 

 

等 

発注者名  

工 事 名  

工事箇所  

請負金額 円（               円） 

工  期   年  月  日 ～   年  月  日 

受注形態  

 

 

 

 

 

工事概要 

 

CORINS登録の

有無 
・有（CORINS登録番号）            ・無 

 

 

                                          

 

 

提出書類の枚数 枚 



 

 

（注） 

１ 特定ＪＶに係る入札の場合は，実績を有する構成員について提出すること。 

２ 当該評価項目について実績を有しない場合は，本書の提出を要しない。 

３ 請負金額の（ ）は，共同企業体の場合の全体額を記入すること。 

４ 受注形態は，単体又は○○□□ＪＶ（出資比率○○％）と記載すること。 

５ 工事概要は，評価基準に該当する工事であることが確認できるように記載すること。（面積・数量等を明記） 

６ 当該工事の内容が，評価基準に該当する工事で，かつ完了していることを証明できるもの（竣工時工事カルテ，検査結果通知

書，契約書，設計書，仕様書，図面等の写し）を添付すること。 

７ 一次下請の実績の場合は，上記６のほか，元請事業者との契約関係が証明できるものを添付すること。 



様式１－３号（評価項目算定用） 

 

若 手 ・ 女 性 技 術 者 評 価 資 料 

 

 工事名：                   

 工事場所：                  商号又は名称：              

 

区 分  

 
主任技術者 

 
監理技術者 

 
現場代理人 

  

氏名
ふりがな

  

若手技術者 ・ 女性技術者 
※該当に○を付ける 

こと 

生年月日 年  月  日  
※若手技術者の場合

のみ記載 
年  齢             歳 

所 属 会 社  
建設業許可 

番   号 
－ 

  

国家資格証明書等の番号  取得年月日      年  月  日 

 

 

 

（注） 

（共通） 

１ 特定ＪＶに係る入札の場合は，代表構成員について作成し提出すること。 

２ 当該評価項目について，評価基準を満たす若手・女性技術者がいない場合は，本書の提出を要しない。 

 

（資格等について） 

３ 配置予定技術者と異なる者を現場代理人として配置する場合（上記の区分において現場代理人かつ若手技術

者を選択した場合），国家資格等を有する者にあっては，当該資格証明書等の写しを添付すること。 

４ 前項と同様の場合にあって，現場代理人として配置する者が実務経験者の場合は，実務経験経歴書を添付す

ること。 

 



 

様式第１－４号（評価項目算定用） 
 

週休２日制（４週８休以上）工事実績証明書 

 
（証明を依頼する相手方） 様 
 
                  住    所  ○○○○○○○○○ 
                  商号又は名称  ○○○○○○○○○   
                  代表者氏名     ○○○○○○○○○ 

 
 宇都宮市総合評価落札方式の評価項目算定資料の提出にあたり、当社が実施した週休２

日制（４週８休以上）工事の実績を下記のとおり証明願います。 
 

記 
工 事 名： ○○○○○工事 
 
工事箇所： ○○県○○市○○ 
 
工 期： ○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日 
 
 
 
 上記のことについて貴社の工事が週休２日制（４週８休以上）工事として実施されたこ

とを証明します。 
 
                           ○○年○○月○○日 
 

証 明 者 
○○○○事務所 

 
                        所長 ○○○○   印 

 
 
（注）週休２日制（４週８休以上）工事とは発注機関の要領等により４週８休以上を達成

した工事をいう。 



様式１－５号（評価項目算定用）  施工能力評価方式専用 

 

配置予定技術者評価資料 

 

工事名：                        

工事場所：                       商号又は名称：              

 

区 分 
主任技術者 

 
監理技術者 

氏名
ふりがな

  年齢 歳  

所 属 会 社  建設業許可番号    － 

 

国家資格証明書等の番号  取得年月日      年  月  日 

監理技術者資格者証番号  交付年月日      年  月  日 

監理技術者講習修了証番号  修了年月日      年  月  日 

 

工 
 
 
 

事 
 
 
 

経 
 
 
 

験 
 

発 注 者 名  

工 事 名  

工 事 箇 所  

請 負 金 額  

工 期   年  月  日 ～   年  月  日 

従 事 役 職  

工 事 概 要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 0 R I N S 登録の有無 ・有（CORINS 登録番号）        ・無 

 

継続教育学習制度への取組 ・有                 ・無 

 

提出書類の枚数 枚 

 



（注） 

（共通） 

１ 特定ＪＶに係る入札の場合は，代表者について提出すること。 

２ 当該評価項目について実績を有しない場合であっても，配置予定技術者の有する資格証等の写しを添付し本

書を提出すること。 

３ 本工事に主任技術者又は監理技術者として配置する予定の技術者（以下「技術者」という。）について作成す

ること。 

４ 実際の工事の施工にあたって，やむを得ないものとして発注者が承認した場合のほかは，本書に記載した技

術者以外の者への変更は認めない。 

 

（資格について） 

５ 国家資格者等にあっては，当該資格証明書等の写しを添付すること。また，監理技術者にあっては，監理技

術者資格者証及び監理技術者講習終了証の写しを添付すること。（ただし，平成１６年２月２９日以前に監理技

術者資格者証を交付された者は，監理技術者証の写しのみで足りる。） 

 

（工事経験について） 

６ 工事概要は，評価基準に該当する工事であることが確認できるように記載すること。 

７ 工事経験を有する工事は，同種工事施工実績評価資料（様式１－２号）の工事と同一でなくてもよい。 

８ 当該工事の内容が，評価基準に該当する工事で，かつ終了していることを証明できるもの（竣工時工事カル

テ，検査結果通知書，契約書，設計書，仕様書，図面等の写し）を添付すること。 

 

（継続教育学習について） 

９ 公告文に記載した協会等の発行する証明書の写しを添付すること。（ただし，評価項目算定資料提出日から過

去１年間に取得していることが証明できるものに限る。インターネット上の検索結果の写しは不可。） 



様式１－６号（評価項目算定用） 

 

宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合に係る誓約書 

 
 
工事名 
                                 
 
 
施工場所 
                                 
 
開札日   令和  年  月  日 
 

入札番号  NO.                         

 
 

 上記工事を受注した際には，元請と１次下請における宇都宮市内に本店を

有する事業者の施工割合を   ％以上とすることを誓約いたします。 

なお，不履行の際にはいかなる措置を受けましても異論ありません。 

 
 
                    令和  年  月  日 
 
 （あて先）宇都宮市長 佐 藤  栄 一  
 
 

           住    所 

           商号又は名称                

           代 表 者 氏 名       



(注) 
1 元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合は，下記の例によ

り算出する（金額は消費税を含む）。 
  請負金額：1,000 万円 

元請  １次下請  ２次下請 
   

A 社(市内本店事業者) 

請負額 A①     1,000 万円 
下請額 A②      800 万円 
施工額 A③=A①－A②  200 万円 

B 社(市内本店事業者) 

請負額 B①      500 万円 
下請額 B②      300 万円 
施工額 B③=B①－B②  200 万円 

E 社 
請負額   300 万円 

   

   
C 社 

請負額 C①      200 万円 
下請額 C②      100 万円 
施工額 C③=C①－C②  100 万円 

F 社 
請負額   100 万円 

  

   
D 社(市内本店事業者) 

請負額 D①        100 万円 
下請額 D②         0 万円 
施工額 D③=D①－D②  100 万円 

 

 
 元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合 

  ＝（元請と 1 次下請の市内事業者施工額合計）÷（元請と 1 次下請の施工額合計）×100 

  ＝（A③＋B③＋D③）÷（A③＋B③＋C③＋D③）×100 

＝500 万円÷600 万円×100≒８３％(小数点以下切り捨て) 

 

2 元請が特定 JV である場合は，その代表者を含む全構成員のうち，宇都宮市内に本店を

有する事業者の出資比率の合計(%)を元請の施工額 A③に乗じた額を，宇都宮市内に本店

を有する事業者の元請施工額とみなす。 
 例）上記の例で，元請が特定 JV で，出資比率【代表者(市外事業者)50%，構成員 1(市内

事業者)30%，構成員 2(市内事業者)20%】の場合 
宇都宮市内に本店を有する事業者の元請施工額 

＝A③×(30%＋20%)＝200 万円×50%＝100 万円 

 元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合 

  ＝（100 万円＋B③＋D③）÷（A③＋B③＋C③＋D③）×100 

＝400 万円÷600 万円×100≒６６％(小数点以下切り捨て) 

 
3 誓約書の内容の履行状況は，完成時に下請体制表により確認する。誓約書の内容が履行

されない場合は，工事成績評定点を減ずる措置を行う。工事成績評定点の減点は，考査

項目「法令遵守等」の文書注意相当とし最大２点を減点する。 



様式１－７号（評価項目算定用） 

施  工  計  画 

工 事 名  商 号 又 は 

名 称 
 

工 事 箇 所  
 
○ 工程管理について 

 

 

 

 

※ 円滑な工程管理の方法等に関して特筆すべき提案を記載すること。 

 
○ 品質管理について 

 

 

 

※ 工事の特性を踏まえた重点管理箇所の指定や，特筆すべき管理手法，厳正な社内規格値の設定

など，工事目的物の品質向上に関する提案を具体的に記載すること。 

 
○ 施工上特に配慮すべき事項 

 

 

 

※ 施工箇所において，特に必要とされる安全管理や騒音振動などの環境管理対策などに配慮を 

要する点の明記と，その対応策について具体的内容を記載すること。 
 
 

【注意事項】 
・ 文字の大きさは 10.5 ポイントとし，全角文字で記載すること。 
・ １行につき 50 文字を記載すること。 
・ 全項目を合算して文字数 1,600 字以内で記載すること。 
・ 余白の設定（文字数）は変更しないこと。ただし，行数については変更可とする。 
・ Ａ４用紙 1 頁で作成すること。（図表等の参考資料を A４用紙１頁で添付することは可とする。） 
・ 重要度の高い順に箇条書きで簡潔に記載すること。 
・ 当該工事の特性を十分把握した上で，工夫する事項について具体的に記載すること。 
・ 次頁の「評価されない事項」を参考にすること。 
・ 以下の項目については，削除のうえ作成すること。 

１ 各項目の記載枠内に示した※（記載すべき内容について） 
２ 破線内の【注意事項】 

 



 
 

評価されない事項 
 
 
 

○ 当該工事の特性に合わせたものでないもの 

・ 設計図書，共通仕様書，法令及び各種指針，便覧，仕様書並びに各種基準に規定された 
内容を単に転写したもの 

・ 施工箇所の特性（地形，地質，気象，環境，地域性等）が考慮されていないもの 
 
 

○ 効果が不明確なもの 

・ 提案内容の効果が証明されないもの 
・ 曖昧な表現のもの 

｢必要に応じて・・・努力する。｣，「原則として・・・」，「・・・するように努める。」， 
「出来るだけ・・・」，「必要に応じて・・・」など 

・ 実施することで品質の低下が懸念されるもの 
・ 履行の確実性・実効性に疑義があるもの 

 
 

○ その他 

・ 仕様書や法令等に反する記載をしているもの 
・ 施工時の安全性への配慮が欠けるもの 
・ 工事目的物の変更が伴うもの 
・ 各項目において，ひとつの提案とすべき内容を複数提案として分けたもの 
・ 近接する他工事との調整や他機関等との協議を要するもの 
・ 工夫の範疇を超えた，施工価格が大幅に上昇することが予想されるもの 
・ その他 



様式２号 

 

 

令和  年  月  日 

 

（あて先）宇都宮市長 佐 藤 栄 一 

 

 

 

住所（所在地） 

商 号 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

 

 

技 術 評 価 に 係 る 疑 義 に つ い て（照会） 

 

 

 下記の工事について，技術評価に係る疑義を次のとおり申し立てます。 

 

 １ 工 事 名   

 

 ２ 施 工 場 所   

 

 ３  疑義の内容   

 



様式１号（評価項目算定用）  実績評価方式（土木系）専用 

 

 

令和  年  月  日 

 

 （あて先）宇都宮市長 佐 藤 栄 一 

 

 

 

住所（所在地） 

商 号 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

 

 

評 価 項 目 算 定 資 料 の 提 出 に つ い て 

 

 

 下記の工事について，次のとおり評価項目算定資料を提出します。 

 

 １ 工 事 名                             

 

 ２ 工 事 箇 所                             

 

 ３  評価項目算定資料 

  ① 同種工事施工実績評価資料              （様式１－２号） 

  ② 若手・女性技術者評価資料              （様式１－３号） 

  ③ 週休２日制工事施工実績               （様式１－４号） 

④ 配置予定技術者評価資料               （様式１－５号） 

  ⑤ 宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合に係る誓約書（様式１－６号） 

 

 【連絡先】担当者 所 属 

          氏 名 

          電話番号 

          Ｆ Ａ Ｘ 



様式１号（評価項目算定用）  実績評価方式（建築系）専用 

 

 

令和  年  月  日 

 

 （あて先）宇都宮市長 佐 藤 栄 一 

 

 

 

住所（所在地） 

商 号 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

 

 

評 価 項 目 算 定 資 料 の 提 出 に つ い て 

 

 

 下記の工事について，次のとおり評価項目算定資料を提出します。 

 

 １ 工 事 名                             

 

 ２ 工 事 箇 所                             

 

 ３  評価項目算定資料 

  ① 同種工事施工実績評価資料              （様式１－２号） 

  ② 若手・女性技術者評価資料              （様式１－３号） 

  ③ 週休２日制工事施工実績               （様式１－４号） 

④ 配置予定技術者評価資料               （様式１－５号） 

  ⑤ 宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合に係る誓約書（様式１－６号） 

 

 【連絡先】担当者 所 属 

          氏 名 

          電話番号 

          Ｆ Ａ Ｘ 



様式１号（評価項目算定用）  実績評価方式（ほ装系）専用 

 

 

令和  年  月  日 

 

 （あて先）宇都宮市長 佐 藤 栄 一 

 

 

 

住所（所在地） 

商 号 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

 

 

評 価 項 目 算 定 資 料 の 提 出 に つ い て 

 

 

 下記の工事について，次のとおり評価項目算定資料を提出します。 

 

 １ 工 事 名                             

 

 ２ 工 事 箇 所                             

 

 ３  評価項目算定資料 

  ① 同種工事施工実績評価資料              （様式１－２号） 

  ② 若手・女性技術者評価資料              （様式１－３号） 

  ③ 週休２日制工事施工実績               （様式１－４号） 

④ 配置予定技術者評価資料               （様式１－５号） 

  ⑤ 宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合に係る誓約書（様式１－６号） 

⑥ 施工場所からの本店距離等評価資料          （様式１－８号） 

 

 【連絡先】担当者 所 属 

          氏 名 

          電話番号 

          Ｆ Ａ Ｘ 



№ 評価項目 評価基準 配点
自己採点
（応札者）

評価結果
（発注者）

７５点以上 5.0 ※評価点を直接
入力してください

６７．０点以上７５．０未満
4.95～

1.0
６７点未満又は工事成績評定点なし 0
元請実績あり 2.5
一次下請実績あり(条件を満たす) 1.0
一次下請実績あり(条件確認できず) 0.5
実績なし 0
同工種の優秀賞受彰歴あり 1.0
同工種の受彰歴あり 0.75
異工種の優秀賞受彰歴あり 0.5
異工種の受彰歴あり 0.25
受彰歴なし 0
５台以上 0.75
２台～４台 0.5
１台 0.25
０台 0
１０人以上 0.25
５人以上 0.15
５人未満 0
配置あり

配置なし

実績あり

実績なし

登録あり

登録なし
実績あり 3.0
実績なし 0
１級国家資格者等 1.0
２級国家資格者 0.25
資格なし 0
実績あり 0.5
実績なし 0

７５点以上 3.0 ※評価点を直接
入力してください

６７．０点以上７５．０未満 2.97～１.0
６７点未満又は工事成績評定点なし 0
加入
未加入

ISO9001又はISO14001，事業所版環境ISO（エコアク
ション21又はエコうつのみや21）のいずれかを取得

なし
取得あり
取得なし
認定あり
認定なし
認定あり（国土交通省の認定）
認定あり（経済産業省の認定）
認定なし
※国土交通省の認定は１項目とする。
　 経済産業省の認定は０．５項目とする。
 　ただし，両省の認定を受けているとしても
   １項目とする。

締結あり 0.25
締結なし 0
９０％以上 0.25
５０％以上９０％未満 0.12
５０％未満 0

合計 0.00

3 優良工事表彰状況　　※２

2 同種工事施工実績

配置予定技術者の
同種工事施工実績　　※３

BCP認定

8
配置予定技術者が有する
国家資格等

点

商号又は名称                                  　　　     

実績評価方式－土木系

評　価　項　目　算　定　資　料　一　覧　表

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工事場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

所在地                                           　　　     

代表者氏名                        　　　                  

1 工事成績評定点 　※１

該当する評価基準
に○又は状況等を
記入する。
　　　（応札者）

※工事成績評定点の平
均値を入力してください

点

※工事成績評定点の平
均値を入力してください

建設業労働災害防止協会
加入状況

技術職員数 人

台

宇都宮版ＣＳＲ認証取得状況

ＩＳＯ等取得状況

5

6

11

様式１－１号（評価項目算定用）

13 市内事業者の施工割合　　※５ ％

4 重機保有状況

7

10
配置予定技術者の
工事成績評定点　　※３，※４

9
継続教育学習制度への
取組み状況

若手・女性技術者評価 項目数による
評価

3項目：1.0点
2項目：0.5点
1項目：0.25点
0項目：0点

週休２日制工事施工実績

建設キャリアアップシステム導
入

消防団活動協力

項目数による
評価

5項目：1.5点
2.5～4.5項目：1.0点
0.5～2項目：0.5点

0項目：0点

12 災害時協力協定締結状況



◎ 算定基準をよく確認のうえ，太線内を記入してください。
◎ 「自己採点(応札者）」欄に入力する各項目の評価点と合計は，小数点第２位まで表示してください。
◎ このエクセルはＰＤＦ等に変換しないでください。

※５　市内事業者の施工割合の算出方法

　　　　(1)　元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合は，下記の例により算出する。
　　　　　　　（金額は消費税を含む）。

              　元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合
　　           　　＝（元請と1次下請の市内事業者施工額合計）÷（元請と1次下請の施工額合計）×100
　　           　　＝（A③＋B③＋D③）÷（A③＋B③＋C③＋D③）×100
               　　＝500万円÷600万円×100≒８３％(小数点以下切り捨て)

　　　　(2)　元請が特定JVである場合は，その代表者を含む全構成員のうち，宇都宮市内に本店を有する事業者の
　　　　　　　出資比率の合計(%)を元請の施工額A③に乗じた額を，宇都宮市内に本店を有する事業者の元請施工額
　　　　　　　とみなす。
　　　　　　　例）　上記の例で，元請が特定JVで，出資比率【代表者(市外事業者)50%，構成員1(市内事業者)30%，
　　　　　　　　　 　構成員2(市内事業者)20%】の場合
　　　　　　　　　宇都宮市内に本店を有する事業者の元請施工額
　　　　　　　　　　　＝A③×(30%＋20%)＝200万円×50%＝100万円
　　　　　　　　　元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合
　　　　　　　　　　　＝（100万円＋B③＋D③）÷（A③＋B③＋C③＋D③）×100
　　　　　　　　　　　＝400万円÷600万円×100≒６６％(小数点以下切り捨て)

※１　工事成績評定点は下式により算出する。
　　　　評価点＝平均値／２－３２．５（小数点第３位以下切捨て）

※４　配置予定技術者の工事成績評定点は下式により算出する。
　　　 評価点＝平均値／４－１５．７５（小数点第３位以下切捨て）

※２　優良工事表彰対象機関は
　　　　　・宇都宮市長
　　　　　・栃木県知事
　　　　　・関東地方整備局長
　　　　　・栃木県所長等
　　　　　・関東地方整備局所長等
　　　　とします。

※３　配置予定技術者を１名に特定できない場合，複数名とすることができる。この場合の評価点については，
　　　 最も低い評価を受けた配置予定技術者の点数を用いるものとする。

請負金額：1,000 万円 

元請  １次下請  ２次下請 

   

A 社(市内本店事業者) 

請負額 A①     1,000 万円 

下請額 A②      800 万円 

施工額 A③=A①－A②  200 万円 

B 社(市内本店事業者) 

請負額 B①      500 万円 

下請額 B②      300 万円 

施工額 B③=B①－B②  200 万円 

E 社 

請負額   300 万円    

   

C 社 

請負額 C①      200 万円 

下請額 C②      100 万円 

施工額 C③=C①－C②  100 万円 

F 社 

請負額   100 万円 
  

   

D 社(市内本店事業者) 

請負額 D①        100 万円 

下請額 D②         0 万円 

施工額 D③=D①－D②  100 万円 

 

 

 



№ 評価項目 評価基準 配点
自己採点
（応札者）

評価結果
（発注者）

７５点以上 5.0 ※評価点を直接
入力してください

６７．０点以上７５．０未満
4.95～

1.0
６７点未満又は工事成績評定点なし 0
元請実績あり 2.5
一次下請実績あり(条件を満たす) 1.0
一次下請実績あり(条件確認できず) 0.5
実績なし 0
同工種の優秀賞受彰歴あり 1.0
同工種の受彰歴あり 0.75
異工種の優秀賞受彰歴あり 0.5
異工種の受彰歴あり 0.25
受彰歴なし 0
１台以上 0.25
０台 0
１０人以上 0.75
５人以上 0.25
５人未満 0
配置あり

配置なし

実績あり

実績なし

登録あり

登録なし
実績あり 3.0
実績なし 0
１級国家資格者等 1.0
２級国家資格者 0.25
資格なし 0
実績あり 0.5
実績なし 0

７５点以上 3.0 ※評価点を直接
入力してください

６７．０点以上７５．０未満 2.97～１.0
６７点未満又は工事成績評定点なし 0
加入
未加入
ISO9001又はISO14001，事業所版環境ISO（エコ
アクション21又はエコうつのみや21）のいずれかを
取得

なし
取得あり
取得なし
認定あり
認定なし
認定あり（国土交通省の認定）
認定あり（経済産業省の認定）
認定なし
※国土交通省の認定は１項目とする。
　 経済産業省の認定は０．５項目とする。
 　ただし，両省の認定を受けているとしても
   １項目とする。

締結あり 0.25
締結なし 0
９０％以上 0.25
５０％以上９０％未満 0.12
５０％未満 0

合計 0.00

若手・女性技術者評価 項目数による
評価

3項目：1.0点
2項目：0.5点
1項目：0.25点

0項目：0点

週休２日制工事施工実績

建設キャリアアップシステム導
入

消防団活動協力

建設業労働災害防止協会
加入状況

様式１－１号（評価項目算定用）

13 市内事業者の施工割合　　※５ ％

4 重機保有状況

7

10
配置予定技術者の
工事成績評定点　　※３，※４

9
継続教育学習制度への
取組み状況

項目数による
評価

5項目：1.5点
2.5～4.5項目：1.0点
0.5～2項目：0.5点

0項目：0点

5

6

11

12 災害時協力協定締結状況

BCP認定

8
配置予定技術者が有する
国家資格等

商号又は名称                                  　　　     

実績評価方式－建築系

評　価　項　目　算　定　資　料　一　覧　表

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工事場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

所在地                                           　　　     

代表者氏名                        　　　                  

1 工事成績評定点 　※１

該当する評価基準
に○又は状況等を
記入する。
　　　（応札者）

※工事成績評定点の平
均値を入力してください

点

※工事成績評定点の平
均値を入力してください

宇都宮版ＣＳＲ認証取得状況

点

技術職員数

3 優良工事表彰状況　　※２

2 同種工事施工実績

配置予定技術者の
同種工事施工実績　　※３

人

台

ＩＳＯ等取得状況



※５　市内事業者の施工割合の算出方法

　　　　(1)　元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合は，下記の例により算出する。
　　　　　　　（金額は消費税を含む）。

              　元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合
　　           　　＝（元請と1次下請の市内事業者施工額合計）÷（元請と1次下請の施工額合計）×100
　　           　　＝（A③＋B③＋D③）÷（A③＋B③＋C③＋D③）×100
               　　＝500万円÷600万円×100≒８３％(小数点以下切り捨て)

　　　　(2)　元請が特定JVである場合は，その代表者を含む全構成員のうち，宇都宮市内に本店を有する事業者の
　　　　　　　出資比率の合計(%)を元請の施工額A③に乗じた額を，宇都宮市内に本店を有する事業者の元請施工額
　　　　　　　とみなす。
　　　　　　　例）　上記の例で，元請が特定JVで，出資比率【代表者(市外事業者)50%，構成員1(市内事業者)30%，
　　　　　　　　　 　構成員2(市内事業者)20%】の場合
　　　　　　　　　宇都宮市内に本店を有する事業者の元請施工額
　　　　　　　　　　　＝A③×(30%＋20%)＝200万円×50%＝100万円
　　　　　　　　　元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合
　　　　　　　　　　　＝（100万円＋B③＋D③）÷（A③＋B③＋C③＋D③）×100
　　　　　　　　　　　＝400万円÷600万円×100≒６６％(小数点以下切り捨て)

※１　工事成績評定点は下式により算出する。
　　　　評価点＝平均値／２－３２．５（小数点第３位以下切捨て）

※４　配置予定技術者の工事成績評定点は下式により算出する。
　　　 評価点＝平均値／４－１５．７５（小数点第３位以下切捨て）

※２　優良工事表彰対象機関は
　　　　　・宇都宮市長
　　　　　・栃木県知事
　　　　　・関東地方整備局長
　　　　　・栃木県所長等
　　　　　・関東地方整備局所長等
　　　　とします。

※３　配置予定技術者を１名に特定できない場合，複数名とすることができる。この場合の評価点については，
　　　 最も低い評価を受けた配置予定技術者の点数を用いるものとする。

◎ 算定基準をよく確認のうえ，太線内を記入してください。
◎ 「自己採点(応札者）」欄に入力する各項目の評価点と合計は，小数点第２位まで表示してください。
◎ このエクセルはＰＤＦ等に変換しないでください。

請負金額：1,000 万円 

元請   １次下請   ２次下請  

   

A 社(市内本店事業者) 

請負額 A①     1,000 万円  

下請額 A②      800 万円  

施工額 A③=A①－A②   200 万円  

B 社(市内本店事業者) 

請負額 B①      500 万円  

下請額 B②      300 万円  

施工額 B③=B①－B②   200 万円  

E 社  

請負額   300 万円     

   

C 社  

請負額 C①      200 万円  

下請額 C②      100 万円  

施工額 C③=C①－C②   100 万円  

F 社  

請負額   100 万円  
  

   

D 社(市内本店事業者) 

請負額 D①        100 万円  

下請額 D②         0 万円  

施工額 D③=D①－D②   100 万円  

 

 

 



№ 評価項目 評価基準 配点
自己採点
（応札者）

評価結果
（発注者）

７５点以上 5.0 ※評価点を直接
入力してください

６７．０点以上７５．０未満
4.95～

1.0
６７点未満又は工事成績評定点なし 0
元請実績あり 1.0
一次下請実績あり(条件を満たす) 0.3
一次下請実績あり(条件確認できず) 0.15
実績なし 0
１０台以上 0.75
５台～９台 0.5
２台～４台 0.25
１台 0.12
０台 0
１０人以上 0.25
５人以上 0.15
５人未満 0
配置あり

配置なし

実績あり

実績なし

登録あり

登録なし
実績あり 3.0
実績なし 0
１級国家資格者等 0.75
２級国家資格者 0.25
資格なし 0
実績あり 0.25
実績なし 0
加入
未加入
ISO9001又はISO14001，事業所版環境ISO（エコ
アクション21又はエコうつのみや21）のいずれか
を取得

なし
取得あり
取得なし
認定あり
認定なし
認定あり（国土交通省の認定）
認定あり（経済産業省の認定）
認定なし
※国土交通省の認定は１項目とする。
　経済産業省の認定は０．５項目とする。
　ただし，両省の認定を受けているとしても
　１項目とする。

締結あり 0.25
締結なし 0
９０％以上 0.25
５０％以上９０％未満 0.12
５０％未満 0
本店まで直線距離１㎞以内 5.0
本店まで直線距離２㎞以内 4.25
本店まで直線距離３㎞以内 3.5
本店まで直線距離４㎞以内 2.75
本店まで直線距離５㎞以内 2.0

㎞

上記以外（該当なし） 0
契約実績あり 1.0
契約実績なし 0

合計 0.00

項目数による
評価

5項目：1.5点
2.5～4.5項目：1.0点
0.5～2項目：0.5点

0項目：0点

10 災害時協力協定締結状況

若手・女性技術者評価 項目数による
評価

3項目：1.0点
2項目：0.5点
1項目：0.25点
0項目：0点

週休２日制工事施工実績

建設キャリアアップシステム導
入

宇都宮版ＣＳＲ認証取得状況

5

9 消防団活動協力

様式１－１号（評価項目算定用）

11 市内事業者の施工割合　　※３ ％

6

8

商号又は名称                                  　　　     

実績評価方式－ほ装系

評　価　項　目　算　定　資　料　一　覧　表

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工事場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

所在地                                           　　　     

継続教育学習制度への
取組み状況

4

代表者氏名                        　　　                  

1 工事成績評定点 　※１

該当する評価基準
に○又は状況等を
記入する。
　　　（応札者）

※工事成績評定点の平
均値を入力してください

点

重機保有状況 台

建設業労働災害防止協会
加入状況

人

2 同種工事施工実績

配置予定技術者の
同種工事施工実績　　※２

BCP認定

7
配置予定技術者が有する
国家資格等

3

技術職員数

12 施工場所からの本店距離等

本店までの
直線距離

ＩＳＯ等取得状況

㎞

本店まで直線距離３㎞超で
直線距離３㎞以内の施工実績あり

3.0

本店までの
直線距離

３㎞以上

近隣の施工場所
までの直線距離

13 道路保全業務実績



※３　市内事業者の施工割合の算出方法

　　　　(1)　元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合は，下記の例により算出する。
　　　　　　　（金額は消費税を含む）。

              　元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合
　　           　　＝（元請と1次下請の市内事業者施工額合計）÷（元請と1次下請の施工額合計）×100
　　           　　＝（A③＋B③＋D③）÷（A③＋B③＋C③＋D③）×100
               　　＝500万円÷600万円×100≒８３％(小数点以下切り捨て)

　　　　(2)　元請が特定JVである場合は，その代表者を含む全構成員のうち，宇都宮市内に本店を有する事業者の
　　　　　　　出資比率の合計(%)を元請の施工額A③に乗じた額を，宇都宮市内に本店を有する事業者の元請施工額
　　　　　　　とみなす。
　　　　　　　例）　上記の例で，元請が特定JVで，出資比率【代表者(市外事業者)50%，構成員1(市内事業者)30%，
　　　　　　　　　 　構成員2(市内事業者)20%】の場合
　　　　　　　　　宇都宮市内に本店を有する事業者の元請施工額
　　　　　　　　　　　＝A③×(30%＋20%)＝200万円×50%＝100万円
　　　　　　　　　元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合
　　　　　　　　　　　＝（100万円＋B③＋D③）÷（A③＋B③＋C③＋D③）×100
　　　　　　　　　　　＝400万円÷600万円×100≒６６％(小数点以下切り捨て)

※１　工事成績評定点は下式により算出する。
　　　　評価点＝平均値／２－３２．５（小数点第３位以下切捨て）

※２　配置予定技術者を１名に特定できない場合，複数名とすることができる。この場合の評価点については，
　　　 最も低い評価を受けた配置予定技術者の点数を用いるものとする。

◎ 算定基準をよく確認のうえ，太線内を記入してください。
◎ 「自己採点(応札者）」欄に入力する各項目の評価点と合計は，小数点第２位まで表示してください。
◎ このエクセルはＰＤＦ等に変換しないでください。

請負金額：1,000 万円 

元請  １次下請  ２次下請 

   

A 社(市内本店事業者) 

請負額 A①     1,000 万円 

下請額 A②      800 万円 

施工額 A③=A①－A②  200 万円 

B 社(市内本店事業者) 

請負額 B①      500 万円 

下請額 B②      300 万円 

施工額 B③=B①－B②  200 万円 

E 社 

請負額   300 万円    

   

C 社 

請負額 C①      200 万円 

下請額 C②      100 万円 

施工額 C③=C①－C②  100 万円 

F 社 

請負額   100 万円 
  

   

D 社(市内本店事業者) 

請負額 D①        100 万円 

下請額 D②         0 万円 

施工額 D③=D①－D②  100 万円 

 

 

 



 

 

様式１－２号（評価項目算定用） 

同 種 工 事 施 工 実 績 評 価 資 料 

工事名：                        

工事場所：                       商号又は名称：               

工 

 

事 

 

概 

 

要 

 

等 

発注者名  

工 事 名  

工事箇所  

請負金額 円（               円） 

工  期   年  月  日 ～   年  月  日 

受注形態  

 

 

 

 

 

工事概要 

 

CORINS登録の

有無 
・有（CORINS登録番号）            ・無 

 

                                          

 

 

 

提出書類の枚数 枚 



 

 

（注） 

１ 特定ＪＶに係る入札の場合は，実績を有する構成員について提出すること。 

２ 当該評価項目について実績を有しない場合は，本書の提出を要しない。 

３ 請負金額の（ ）は，共同企業体の場合の全体額を記入すること。 

４ 受注形態は，単体又は○○□□ＪＶ（出資比率○○％）と記載すること。 

５ 工事概要は，評価基準に該当する工事であることが確認できるように記載すること。（面積・数量等を明記） 

６ 当該工事の内容が，評価基準に該当する工事で，かつ完了していることを証明できるもの（竣工時工事カルテ，検査結果通知

書，契約書，設計書，仕様書，図面等の写し）を添付すること。 

７ 一次下請の実績の場合は，上記６のほか，元請事業者との契約関係が証明できるものを添付すること。 



様式１－３号（評価項目算定用） 

 

若 手 ・ 女 性 技 術 者 評 価 資 料 

 

 工事名：                   

 工事場所：                  商号又は名称：              

 

区 分  

 
主任技術者 

 
監理技術者 

 
現場代理人 

  

氏名
ふりがな

  

若手技術者 ・ 女性技術者 
※該当に○を付ける 

こと 

生年月日 年  月  日  
※若手技術者の場合

のみ記載 
年  齢             歳 

所 属 会 社  
建設業許可 

番   号 
－ 

  

国家資格証明書等の番号  取得年月日      年  月  日 

 

 

 

（注） 

（共通） 

１ 特定ＪＶに係る入札の場合は，代表構成員について作成し提出すること。 

２ 当該評価項目について，評価基準を満たす若手・女性技術者がいない場合は，本書の提出を要しない。 

 

（資格等について） 

３ 配置予定技術者と異なる者を現場代理人として配置する場合（上記の区分において現場代理人かつ若手技術

者を選択した場合），国家資格等を有する者にあっては，当該資格証明書等の写しを添付すること。 

４ 前項と同様の場合にあって，現場代理人として配置する者が実務経験者の場合は，実務経験経歴書を添付す

ること。 

 



 

様式第１－４号（評価項目算定用） 
 

週休２日制（４週８休以上）工事実績証明書 

 
（証明を依頼する相手方） 様 
 
                  住    所  ○○○○○○○○○ 
                  商号又は名称  ○○○○○○○○○   
                  代表者氏名     ○○○○○○○○○ 

 
 宇都宮市総合評価落札方式の評価項目算定資料の提出にあたり、当社が実施した週休２

日制（４週８休以上）工事の実績を下記のとおり証明願います。 
 

記 
工 事 名： ○○○○○工事 
 
工事箇所： ○○県○○市○○ 
 
工 期： ○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日 
 
 
 
 上記のことについて貴社の工事が週休２日制（４週８休以上）工事として実施されたこ

とを証明します。 
 
                           ○○年○○月○○日 
 

証 明 者 
○○○○事務所 

 
                        所長 ○○○○   印 

 
 
（注）週休２日制（４週８休以上）工事とは発注機関の要領等により４週８休以上を達成

した工事をいう。 



様式１－５号（評価項目算定用）   実績評価方式専用 

 

配置予定技術者評価資料 

 

工事名：                        

工事場所：                       商号又は名称：              

 

区 分 

主任技術者 

監理技術者 氏名
ふりがな

  年齢 歳  

所 属 会 社  建設業許可番号    － 

 
国家資格証明書等の番号  取得年月日      年  月  日 

監理技術者資格者証番号  交付年月日      年  月  日 

監理技術者講習修了証番号  修了年月日      年  月  日 

 

工 
 
 
 

事 
 
 
 

経 
 
 
 

験 
 

発 注 者 名  

工 事 名  

工 事 箇 所  

請 負 金 額  

工 期   年  月  日 ～   年  月  日 

従 事 役 職  

工 事 概 要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 0 R I N S 登録の有無 ・有（CORINS 登録番号）        ・無 

 
評 価 対 象 と な る 
工 事 成 績 評 定 点 の 有 無 

・有                 ・無 

 

継続教育学習制度への取組 ・有                 ・無 

 

 

 

 

 

 

提出書類の枚数 枚 



（注） 

（共通） 

１ 特定ＪＶに係る入札の場合は，代表者について提出すること。 

２ 当該評価項目について実績を有しない場合であっても，配置予定技術者の有する資格証等の写しを添付し本

書を提出すること。 

３ 本工事に主任技術者，監理技術者又は現場代理人として配置する予定の技術者（以下「技術者」という。）に

ついて作成すること。なお，現場代理人については，若手技術者等を配置する場合のみ作成すること。 

４ 実際の工事の施工にあたって，やむを得ないものとして発注者が承認した場合のほかは，本書に記載した技

術者以外の者への変更は認めない。 

 

（資格について） 

５ 国家資格者等にあっては，当該資格証明書等の写しを添付すること。また，監理技術者にあっては，監理技

術者資格者証及び監理技術者講習終了証の写しを添付すること。（ただし，平成１６年２月２９日以前に監理技

術者資格者証を交付された者は，監理技術者証の写しのみで足りる。） 

 

（工事経験について） 

６ 工事概要は，評価基準に該当する工事であることが確認できるように記載すること。 

７ 工事経験を有する工事は，同種工事施工実績評価資料（様式１－２号）の工事と同一でなくてもよい。 

８ 当該工事の内容が，評価基準に該当する工事で，かつ終了していることを証明できるもの（竣工時工事カル

テ，検査結果通知書，契約書，設計書，仕様書，図面等の写し）を添付すること。 

 

（評価対象となる工事成績評定点の有無について） 

９ 過去３か年度(公告日の属する年度を含まない)に，配置予定技術者が「監理技術者」，「主任技術者」又は「現

場代理人」として担当した宇都宮市及び宇都宮市上下水道局発注工事がある場合に「有」を選択すること。た

だし，参加申請する案件と同工種の工事で，工事成績評定点があるものに限る。 

10 「有」を選択した場合，市で評価対象となる平均点を算出する。「無」を選択した場合は，算出しない。 

 

（継続教育学習について） 

11 公告文に記載した協会等の発行する証明書の写しを添付すること。（ただし，開札日から過去１年間に取得し

ていることが証明できるものに限る。インターネット上の検索結果の写しは不可。） 

 

 

 

 



（評価項目算定用） 
 

実務経験経歴書（主任技術者用） 

 

ふりがな 

技術者氏名 

 

生年月日 

 
年  月  日 

 

最終学歴 
 
                （学科） 

昭和・平成  年  月卒業 

実務経験業種  実務経験年数  年 

法該当区分 
（該当区分に○） 

 
建設業法第７条第２号    イ ・ ロ ・ ハ 

実務経歴 

実務内容 経験期間 所属会社名 

 
自  年  月 
至  年  月 

 

 
自  年  月 
至  年  月 

 

 
自  年  月 
至  年  月 

 

 
自  年  月 
至  年  月 

 

 
自  年  月 
至  年  月 

 

主任技術者としての工事施工経験の有無 
 
  □有 （ □宇都宮市発注工事 □その他官公庁 □民間 ）   □無 

過去に公共工事に携わった経験（元請・下請含む）の有無 
 
  □有 （実務内容：                  ）   □無 

 
上記のとおり相違ありません。 

所在地      
商号又は名称   
代表者職氏名   

昭和 
平成 



（評価項目算定用） 
 

実務経験経歴書（現場代理人用） 

 

ふりがな 

技術者氏名 

 

生年月日 

 
年  月  日 

  

実務経験業種  実務経験年数  年 

実務経歴 

実務内容 経験期間 所属会社名 

 
自  年  月 
至  年  月 

 

 
自  年  月 
至  年  月 

 

 
自  年  月 
至  年  月 

 

 
自  年  月 
至  年  月 

 

 
自  年  月 
至  年  月 

 

現場代理人又は主任技術者としての工事施工経験の有無 
 
  □有 （ □宇都宮市発注工事 □その他官公庁 □民間 ）   □無 

過去に公共工事に携わった経験（元請・下請含む）の有無 
 
  □有 （実務内容：                  ）   □無 

 
上記のとおり相違ありません。 

所在地      
商号又は名称   
代表者職氏名   

 
 
 

 

昭和 

平成 



様式１－６号（評価項目算定用） 

 

宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合に係る誓約書 

 
 
工事名 
                                 
 
 
施工場所 
                                 
 
開札日   令和  年  月  日 
 

入札番号  NO.                         

 
 

 上記工事を受注した際には，元請と１次下請における宇都宮市内に本店を

有する事業者の施工割合を   ％以上とすることを誓約いたします。 

なお，不履行の際にはいかなる措置を受けましても異論ありません。 

 
 
                    令和  年  月  日 
 
 （あて先）宇都宮市長 佐 藤  栄 一  
 
 

           住    所 

           商号又は名称                

           代 表 者 氏 名       



(注) 
1 元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合は，下記の例によ

り算出する（金額は消費税を含む）。 
  請負金額：1,000 万円 

元請  １次下請  ２次下請 
   

A 社(市内本店事業者) 

請負額 A①     1,000 万円 
下請額 A②      800 万円 
施工額 A③=A①－A②  200 万円 

B 社(市内本店事業者) 

請負額 B①      500 万円 
下請額 B②      300 万円 
施工額 B③=B①－B②  200 万円 

E 社 
請負額   300 万円 

   

   
C 社 

請負額 C①      200 万円 
下請額 C②      100 万円 
施工額 C③=C①－C②  100 万円 

F 社 
請負額   100 万円 

  

   
D 社(市内本店事業者) 

請負額 D①        100 万円 
下請額 D②         0 万円 
施工額 D③=D①－D②  100 万円 

 

 
 元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合 

  ＝（元請と 1 次下請の市内事業者施工額合計）÷（元請と 1 次下請の施工額合計）×100 

  ＝（A③＋B③＋D③）÷（A③＋B③＋C③＋D③）×100 

＝500 万円÷600 万円×100≒８３％(小数点以下切り捨て) 

 

2 元請が特定 JV である場合は，その代表者を含む全構成員のうち，宇都宮市内に本店を

有する事業者の出資比率の合計(%)を元請の施工額 A③に乗じた額を，宇都宮市内に本店

を有する事業者の元請施工額とみなす。 
 例）上記の例で，元請が特定 JV で，出資比率【代表者(市外事業者)50%，構成員 1(市内

事業者)30%，構成員 2(市内事業者)20%】の場合 
宇都宮市内に本店を有する事業者の元請施工額 

＝A③×(30%＋20%)＝200 万円×50%＝100 万円 

 元請と１次下請における宇都宮市内に本店を有する事業者の施工割合 

  ＝（100 万円＋B③＋D③）÷（A③＋B③＋C③＋D③）×100 

＝400 万円÷600 万円×100≒６６％(小数点以下切り捨て) 

 
3 誓約書の内容の履行状況は，完成時に下請体制表により確認する。誓約書の内容が履行

されない場合は，工事成績評定点を減ずる措置を行う。工事成績評定点の減点は，考査

項目「法令遵守等」の文書注意相当とし最大２点を減点する。 



様式１－８号（評価項目算定用） 

 

施工場所からの本店距離等評価資料 

 

工事名：                        

施工場所：                       商号又は名称：          

 

(1) 本 店 

所 在 地   

今回の施工場所から 
本 店 所 在 地 ま で の 
直 線 距 離 

（いずれかに○をつけること） 
 

１㎞以内 ２㎞以内 ３㎞以内 ※３㎞以内の場合は⑴のみ 
記載する。 

 
４㎞以内 ５㎞以内 ５㎞超  ※３㎞超で⑵に該当する 

場合は⑵に記載する。 
 

 

今回の施工場所から本店所在地までの直線距離が３㎞超で，近隣での施工場所までの直線距離が 

３㎞以内の施工実績がある場合は次に記載してください。 

(2)近隣での 
施工実績 

発 注 者 名  

工  事  名  

近隣での施工場所  

請 負 金 額                         円 

今回の施工場所から 
近 隣 で の 施 工 場 所 
ま で の 位 置 図 

 
今回の施工場所から近隣での施工場所までの直線距離 

      ｋｍ 

 
 
 
 

提出書類の枚数 枚 



 
（注） 

（本店について） 

１ 宇都宮市建設工事入札参加有資格者名簿に記載の本店（建設業法上の主たる営業所）の所在地を記載するこ

と。 

２ 記載された距離については，評価資料受領後，宇都宮市庁内イントラネットシステム上の電子地図（以下「電

子地図」という）を使用して改めて計測し，修正することがある。この場合の本店所在地は，記載された本店

所在地の地番又は住居表示を電子地図に入力した際に表示される地点とし，距離は，工事の施工範囲のうち，

本店所在地に最も近い点から本店所在地までを結んだ直線距離とする。 

 

（近隣での施工実績について） 

３ 今回の工事場所の近隣での過去の施工実績について記載すること。複数ある場合は，距離が最も近いものに

ついて記載すること。 

４ ⑴が３㎞超となった場合のみ評価する。 

５ 宇都宮市又は宇都宮市上下水道局発注の請負金額５００万円超の建設工事で，開札日から過去１０年以内に

完成したものに限る。工事の種類は問わない。 

６ 当該工事の内容が，上記５に該当すること及び施工場所が確認できる資料（竣工時工事カルテ，検査結果通

知書，契約書，設計書などの写し）を添付すること。施工場所が明確に確認できない場合は評価しない。 

７ 今回の施工場所から近隣での施工場所の位置図には，地図を記載するとともに，今回の施工場場所と近隣で
の施工場所を記載し，距離を明記すること。地図については，別紙でも可とする。 

８ 記載された距離については，評価資料受領後，電子地図を使用して改めて計測し，修正することがある。こ
の場合の距離は，２つの工事の施工範囲のうち，互いに最も近い点を結んだ直線距離とする。 



 

工事成績評定点に関する質問書 
令和  年  月  日 

（あて先）宇都宮市長 
住    所 

商号又は名称 

代表者氏名 

担 当 者 名 

電 話 番 号 

 

次の案件の入札に参加するにあたりまして，自社で受注した宇都宮市長発注工事の工事成績評

定点が不明なため照会します。 

（入札参加案件） 

開 札 日 令和    年    月    日 入 札 番 号  

案 件 名  

工 事 場 所  

 
 
（照会案件） 

№ 
工事完成 

年  度 

工  事  名 

（工 事 場 所） 

１   

２   

３   

４   

５   

（注）１ 工事成績評定点が不明な工事について記入してください。 
２ 行が足りない場合は，行を追加して記入してください。 

 


